
新行財政改革大綱

平成２４年度実績及び
平成２５年度実施計画

秋 田 県



目 次

Ⅰ 市町村・民間との協働や連携

１ 市町村との協働、連携の推進 ･･････････････････････････････････････ １
(1) 秋田県・市町村協働政策会議の設置及び運営（一連番号1） 1

(2) 事務事業の共同化、一体化を図る機能合体等の推進（一連番号2） 2

２ 市町村・民間との役割分担 ････････････････････････････････････････ ４
(1) 市町村に対する権限移譲の推進（一連番号3） 4

(2) 県有施設の市町村・民間への譲渡の推進（一連番号4） 5

(3) アウトソーシングの推進（一連番号5） 7

３ 多様な主体との協働の推進 ････････････････････････････････････････ ８
(1) 企業・ＮＰＯ・市町村・高等教育機関など多様な主体との協働を

推進するための環境整備（一連番号6） 8

(2) 協働コーディネーターなどの協働を支える人材の育成（一連番号7） 11

４ 秋田の元気づくりのための県民参加の推進と情報発信 ････････････････ １３
(1) 知事と県民との対話の推進（一連番号8） 13

(2) 各種計画策定や政策決定への県民参加の仕組みづくり（一連番号9） 15

(3) 秋田をアピールする情報発信（一連番号10） 17

Ⅱ 職員の意識改革とサービス向上

１ 職員の能力向上と意識改革 ････････････････････････････････････････ ２０
(1) 職員研修の見直し（一連番号11） 20

(2) 専門性を持った職員の計画的育成（一連番号12） 22

(3) 職員の地域貢献活動への参加の促進（一連番号13） 24

(4) 職員の意欲向上のための人事評価制度の見直し（一連番号14） 26

２ 不断の業務改善の推進 ････････････････････････････････････････････ ２７
(1) 業務の簡素化・迅速化に向けた業務全般にわたる改善（一連番号15） 27

(2) 簡素で効率的な行政運営のためのＩＴの活用（一連番号16） 29

(3) 評価事務の簡素化等政策評価制度全般の見直し（一連番号17） 31

３ 県民の利便性の向上 ･･････････････････････････････････････････････ ３２
(1) 規制の廃止・緩和、行政手続の簡素化（一連番号18） 32

(2) 電子自治体の推進（一連番号19） 33

(3) 県有地や県有施設の有効活用の推進（一連番号20） 35

(4) 公共施設の利用拡大とサービス改善の推進（一連番号21） 37

４ 県政運営の公正の確保と透明性の向上 ･･････････････････････････････ ３９
(1) 適正な公共調達を行うための取組の推進（一連番号22） 39

(2) 職員の再就職に関する透明性の確保（一連番号23） 41



Ⅲ 県組織の見直しによる業務執行体制の整備

１ 職員数の見直し ･･････････････････････････････････････････････････ ４３
(1) 新たな定員適正化計画による職員数の見直し（一連番号24） 43

(2) 出資法人等への関与の縮小（一連番号25） 44

２ 知事部局の組織の再編・見直し ････････････････････････････････････ ４５
(1) 知事公室の廃止をはじめとする本庁組織全体の再編（一連番号26） 45

(2) 行政改革と行政サービス維持の両面からの地域振興局組織の見直し
（一連番号27） 46

３ 知事部局以外の機関の改革 ････････････････････････････････････････ ４７
(1) 地域の実情に即した教職員の適正配置と学校組織の活力の維持・向上

（一連番号28） 47

(2) 県立高等学校の統合（一連番号29） 50

(3) 警察本部の改革（一連番号30） 52

(4) 行政委員会委員報酬のあり方の検討（一連番号31） 53

(5) 議会事務局サポート機能の強化（一連番号32） 54

４ 地方独立行政法人の経営改善 ･･････････････････････････････････････ ５６
(1) 秋田県立医療療育センターを運営する新たな地方独立行政法人の設立

（一連番号33） 56

(2) 地方独立行政法人の経営改善に向けた取組の推進（一連番号34） 57

Ⅳ 選択と集中による財政運営の推進

１ 秋田の発展につながる政策経費の確保 ･･････････････････････････････ ５９
(1) 既存事業の抜本的な見直しによる重点施策への配分額の確保

（一連番号35） 59

(2) 市町村等の自主性を活かした事業への財政支援（一連番号36） 61

２ 歳出の見直し ････････････････････････････････････････････････････ ６２
(1) 人件費の縮減（一連番号37） 62

(2) 県単独補助金の見直し（一連番号38） 64

(3) 公共投資の重点化及びコスト削減（一連番号39） 66

(4) 事務費、施設運営費等の経常的経費の縮減（一連番号40） 68

(5) 県債発行額の抑制（臨時財政対策債を除く）によるプライマリー
バランスの黒字確保（一連番号41） 70

３ 歳入の確保 ･･････････････････････････････････････････････････････ ７２
(1) 県・市町村の連携による県税収入率の向上（一連番号42） 72

(2) 税外未収金の回収と未利用資産の処分の促進（一連番号43） 74

(3) 使用料・手数料の見直し、企業広告の活用等（一連番号44） 76

(4) 地方交付税の総額確保と基金の有効活用（一連番号45） 79

４ 第三セクターの経営の合理化・効率化の推進 ････････････････････････ ８０
(1) 整理合理化指針の着実な推進と新たな整理合理化の取組（一連番号46） 80

(2) 経営評価の実施と経営健全化（一連番号47） 82



新行財政改革大綱・２４年度実績の評価について

○ 数値目標のあるもの
・ 次の計算式により算出された値を（表１）に当てはめて、４区分で行っている。

（実績値－基準値）÷（目標値－基準値）×１００（％）
（表１）

区 分 算 出 値
Ａ １００％以上
Ｂ ８０％以上１００％未満
Ｃ ５０％以上８０％未満
Ｄ ５０％未満

なお、一連番号４の「県有施設の譲渡又は貸与の実施施設数」や５の「事務事業の
新規アウトソーシング数」など、計画の最終年度（２５年度）までの累計を目標と捉
えるべきもの（注１）は、上記計算式の「実績値」及び「目標値」とも評価対象年度
までの累計に置き換えて（注２）算出する。

（注１）一連番号４、５、６、１５、３６、３８、４０、４３、４４、４５
（注２）実績値 → 現状値＋２２年度実績値＋２３年度実績値の累計＋２４年度実績値の累計

目標値 → 現状値＋２２年度目標値＋２３年度目標値の累計＋２４年度目標値の累計

・ 数値目標が２つあるものについては、Ａ～Ｄの４区分された評価について、（表２）
により数値換算し、その平均（小数点以下切り捨て）により判定している。

区 分 Ａ（４点） Ｂ（３点） Ｃ（２点） Ｄ（１点）
（表２） Ａ（４点） Ａ Ｂ Ｂ Ｃ

Ｂ（３点） － Ｂ Ｃ Ｃ
Ｃ（２点） － － Ｃ Ｄ
Ｄ（１点） － － － Ｄ

○ 数値目標のないもの
・ 「取組の内容」、「取組の成果」、「所管課における1次評価」等を総合的に勘案し、
（表１）に準じて判定している。
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Ⅰ 市町村・民間との協働や連携

１ 市町村との協働、連携の推進

（１）秋田県・市町村協働政策会議の設置及び運営 一連番号 １

所 管 課 市町村課

１ ２４年度実施計画（概要）、２４年度実績（取組結果）及び２５年度実施計画

２４年度実施計画（概要） ２４年度実績（取組結果） ２５年度実施計画

◎ 協働政策会議の設置及び運営
（総会の開催等）

■ 県と市町村が双方向で政策等 ■ 5月と 11月の総会において、■ 県と市町村が双方向で政策等
の提案・協議を行い、合意形成 次の事項について協議し、それ の提案・協議を行い、合意形成
に努める秋田県・市町村協働政 ぞれ県と市町村が協働、連携し に努める秋田県・市町村協働政
策会議の総会を開催します。 て取組を進めることを確認しま 策会議の総会を開催します。
（5月、11月） した。 （5月、10月）

＜ 5月＞
・持続的な森林経営のあり方お
よび再生可能エネルギーに関
する研究会の設置

・秋田県市町村未来づくり協働
プログラムの推進

・「節電」に向けた行動の促進
＜ 11月＞
・国保事業の広域化に向けた取
組の推進

・｢県民１人１スポーツ｣運動推
進

・高齢者等への除雪支援の検証

■ 必要に応じて、知事と特定の ■ 知事と県北地域の 9 市町村 ■ 必要に応じて、知事と特定の
地域の市町村長が地域課題につ 長等による県北地域会を開催 地域の市町村長が地域課題につ
いて協議する地域会を開催しま し、県北地域の観光振興や地域 いて協議する地域会を開催しま
す。（随時） 医療の充実、移住・定住に向け す。（随時）

た取組等について協議しまし
た。（1月）

２ ２４年度実績の評価結果及びその理由等

評価結果 Ａ

【理由等（数値目標がある項目で、評価結果がＡ又はＢの場合を除く。）】
協働政策会議において、秋田県市町村未来づくり協働プログラムの推進、｢県民１人１スポーツ｣運

動の推進、高齢者等への除雪支援の検証など、県・市町村に共通する課題が双方から提案され、それ
ぞれ協働・連携していくことについて合意が得られたことからＡ評価としました。



- 2 -

（２）事務事業の共同化、一体化を図る機能合体等の推進 一連番号 ２

所 管 課 市町村課

１ ２４年度実施計画（概要）、２４年度実績（取組結果）及び２５年度実施計画

２４年度実施計画（概要） ２４年度実績（取組結果） ２５年度実施計画

◎ 機能合体（業務の共同化や一
体化）等の推進

■ 平鹿地域振興局と横手市との ■ 平鹿地域振興局及び横手市の ■ 引き続き、平鹿地域振興局と
機能合体の取組を引き続き進め 観光部門を横手駅前の「よこて 横手市との機能合体の取組を進
ます。（通年） イースト」内に移転し、新たに め、新たな部門のワンフロア化

横手市観光連盟も加え、官民一 や協働方策について協議を行
体となった取組を実施しまし い、実施可能なものから取組を
た。（4月～） 進めます。（通年）
地域振興局に入居している横

手市の建築確認部門が、限定特
定行政庁から特定行政庁に切り
替えられました。（4月～）

<特定行政庁とは>
建築確認等を行う行政機関

のことをいいます。横手市は、
住宅、小規模な建物などの建
築確認等を行う限定特定行政
庁でしたが、4 月からその他
の大規模な建物等の建築確認
もできる特定行政庁となりま
した。

■ 23 年度の研究会等における ■ 山本、雄勝地域において、県 ■ 平鹿地域の機能合体をモデル
検討結果を踏まえ、観光分野で ・市町村による観光分野の機能 として、他の地域でのワンフロ
の新たな機能合体組織の設置な 合体組織を設立し、広域観光推 ア化や新たな分野での協働につ
ど、各地域における機能合体の 進などの関連業務を協働実施し いて検討を進め、実施可能なも
取組を推進します。（通年） たほか、各分野で県と市町村の のから取り組みます。（通年）

協働を進めました。（通年）

■ 各分野において機能合体の取 ■ 各分野において機能合体の取 ■ 各分野において機能合体の取
組を推進します。（通年） 組を推進しました。（通年） 組を推進します。（通年）

(1) 観光振興 (1) 観光振興 (1) 観光振興
新たに山本、雄勝地域におい 新たに山本、雄勝地域におい 引き続き、県・市町村の機能

て機能合体組織を設置するな て機能合体組織を設置したほ 合体組織等を通じて、観光ルー
ど、各地域において、広域観光 か、各地域において県・市町村 トの開発や受入態勢整備、情報
推進などの関連業務を共同実施 が協働で、誘客活動や受入態勢 発信、物産振興等に取り組みま
します。 整備、情報発信等を行いました。 す。

(2) 消費生活相談 (2) 消費生活相談 (2) 消費生活相談
生活センターと北部・南部 生活センターと北部・南部消 引き続き生活センター等で市

消費生活相談室において、市町 費生活相談室において、市町村 町村相談担当者の受入実務研修
村相談担当者を受け入れ、実務 相談担当者を受け入れ、県相談 を行うとともに、県と市町村相
研修を通じて共同で相談業務を 担当者とともに相談業務を行う 互の窓口について、県民への周
実施します。 等の受入実務研修を実施しまし 知を図ります。

た。
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(3) 職員研修 (3) 職員研修 (3) 職員研修
県・市町村職員の合同研修 県・市長会・町村会の三者合 カリキュラムの見直しを行い

として、能力開発研修及び役 同で、「役職段階別」「能力開発 ながら、県・市町村協働で「役
職段階別研修を実施します。 研修」を実施し、39講座 1,173 職段階別研修」「能力開発研修」

人が受講しました。 を実施します。

(4) 地方税徴収対策 (4) 地方税徴収対策 (4) 地方税徴収対策
県と全市町村による「秋田県 市町村からの引継事案につい 県と全市町村による「秋田県

地方税滞納整理機構」を運営し て滞納処分（差押）を執行する 地方税滞納整理機構」を運営し、
滞納整理を促進します。 など、滞納整理を促進しました。 滞納整理を促進します。

※ 一連番号 42参照

(5) 生活排水処理の広域共同化 (5) 生活排水処理の広域共同化 (5) 生活排水処理の広域共同化
新たに 8 地区の農業集落排 新たに8地区の農業集落排水 引き続き、し尿処理等の広域

水施設及びし尿処理場を県流域 施設を県流域下水道に接続し 共同化に取り組むとともに、県
下水道に接続します。 たほか、秋田市のし尿処理施 生活排水処理整備構想や県下水

設についても接続し、汚水・ 汚泥処理総合計画の見直しを市
汚泥処理の広域共同化を推進 町村と協働で行います。
しました。

(6) 道路維持管理 (6) 道路維持管理 (6) 道路維持管理
県管理道路と市町村道の交 県管理道路と市町村道の交換 県管理道路と市町村道の交換

換除雪、道路パトロールの一 除雪を実施したほか、市町村と 除雪、道路パトロールの一体化
体化等を実施します。 の間で道路ネットワークの協働 等を実施します。

に関する協定を締結し、パトロ
ールの一体化等を実施しまし
た。
・除雪 88路線 152.9km
・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ 23路線 115.1km

(7) 秋田内陸活性化本部 (7) 秋田内陸活性化本部 (7) 秋田内陸活性化本部
県、北秋田市及び仙北市によ 県、北秋田市及び仙北市によ 県、北秋田市及び仙北市によ

る秋田内陸活性化本部を引き続 る機能合体組織として、地域と る秋田内陸活性化本部を引き続
き設置し、駅機能の多様化によ 連携したマイレールキャンペー き設置し、春期後半の列車増発
る賑わい創出や、企画切符の首 ンや沿線外での誘客イベントな により春のゴンドラ利用への誘
都圏での販売促進などの事業を どを共同実施しました。 客を図るほか、沿線文化系団体
共同実施します。 ・のりものまつり との交流促進、各駅周辺の情報

（5月・阿仁合駅前） や大館市、弘前市の情報を掲載
・マイレールキャンペーン した小冊子の作成等を実施しま
（8 月～ 3 月・沿線 106 店 す。
舗参加）等

(8) その他 (8) その他 (8) その他
WEB 会議システム、事務所 WEB 会議システムによる各 WEB 会議システム、事務所

の相互利用、電子入札システ 種相談業務等、事務所の相互利 の相互利用、電子入札システム
ムの共同利用等の取組を実施 用、電子入札システムの共同利 の共同利用等の取組を実施しま
します。 用（大仙市、由利本荘市、男鹿 す。

市）等の取組を実施しました。

２ ２４年度実績の評価結果及びその理由等

評価結果 Ａ

【理由等（数値目標がある項目で、評価結果がＡ又はＢの場合を除く。）】
これまでの機能合体の取組を着実に進めていることに加え、山本、雄勝地域において、観光分野で

新たに県と市町村の機能合体組織を設置し、広域観光推進などの関連業務を共同で実施したほか、
新たに８地区の農業集落排水施設を県流域下水道に接続するなど、県と市町村の機能合体が一層進
んだことからＡ評価としました。
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２ 市町村・民間との役割分担

（１）市町村に対する権限移譲の推進 一連番号 ３

所 管 課 市町村課

１ ２４年度実施計画（概要）、２４年度実績（取組結果）及び２５年度実施計画

２４年度実施計画（概要） ２４年度実績（取組結果） ２５年度実施計画

◎ 市町村への権限移譲の推進に
関する条例による権限移譲の推
進

■ 第 2 次一括法等により 25 年 ■ 市町村ごとに受入れが望まし ■ 必要に応じて市町村に対する
4 月から新たに市町村に法定移 いと思われる事務を選定し、当 事務内容の説明を行い、受入要
譲される事務のうち、県の権限 該事務を中心に、県の担当課か 望がある事務について、移譲を
移譲条例で既に移譲対象として ら内容の説明を行い、受入を働 行います。
いるものや多くの市町村が受け きかけ、新たに 101 件の事務 また、新たに法令により市町
入れている事務などを重点項目 の市町村への移譲が決定しまし 村に権限移譲される事務（法定
に選定し、関係市町村に対して た。（6月～ 10月） 移譲事務）について、その都度
新規移譲事務の受入れを働きか 市町村に情報提供します。
けます。また、国が今通常国会 （通年）
に提出予定の第 3 次一括法案
の動向に留意しつつ、県条例に
よる移譲対象事務に影響がある
場合は、速やかに市町村へ情報
提供します。（5月～ 10月）

■ 権限移譲に伴う市町村への各 ■ 権限移譲に伴う各種サポート ■ 権限移譲に伴う市町村への各
種サポートを充実させます。 を行いました。（通年） 種サポートを引き続き実施しま
（通年） ・県担当職員を権限移譲サポー す。（通年）
・県担当職員を権限移譲サポー ターに指定し、権限移譲に係 ・権限移譲サポーター制度
ターに指定し、権限移譲に係 る包括的支援体制を整備 ・財政的支援
る包括的支援体制を整備 ・移譲事務の処理経費等として ・人的支援

・移譲事務の処理経費等として 権限移譲推進交付金を交付 ・情報提供等
権限移譲推進交付金を交付 ・権限移譲受入状況を勘案し、

・権限移譲受入状況を勘案し、 県職員４名を市町村に派遣
県職員 4名を市町村に派遣 ・法定移譲事務を含め権限移譲

・法定移譲事務を含め権限移譲 対象事務に係る説明会を市町
対象事務に係る説明会を市町 村単位で開催
村単位で開催

２ 数値目標及び実績

３ ２４年度実績の評価結果及びその理由等

評価結果 Ｂ

【理由等（数値目標がある項目で、評価結果がＡ又はＢの場合を除く。）】
－

指 標 名 単位 基準値 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

（年度）

■権限移譲率 目 標 46.5 55.0 70.0 73.0 75.0
％ 実 績 （21年度） 52.0 61.4 71.4

評 価 Ｃ Ｃ Ｂ

※ 各年度 10月時点
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（２）県有施設の市町村・民間への譲渡の推進 一連番号 ４

所 管 課 観光戦略課 県民生活課 福祉政策課 スポーツ振興課

１ ２４年度実施計画（概要）、２４年度実績（取組結果）及び２５年度実施計画

２４年度実施計画（概要） ２４年度実績（取組結果） ２５年度実施計画

◎ 県有観光施設の譲渡に向け
た協議及び譲渡

■ 24 年秋まで仁賀保高原サイ ■ 11 月までに修繕工事を終了 ■ ＜ 24年度実施済＞
クリングロードの修繕工事を し、県、にかほ市の条例改正手
行い、その後速やかに譲渡し 続を経て、対象財産の引渡、譲
ます。（１月） 渡を完了しました。 （1月）

◎ 湯沢雄勝広域交流センターの
譲渡

■ ＜ 22年度実施済＞ ■ ＜ 22年度実施済＞ ■ ＜ 22年度実施済＞
湯沢雄勝広域市町村圏組合に対し

て譲与。（22年 4月）

◎ 県有社会福祉施設の譲渡又は
貸与

■ ＜ 23年度実施済＞ ■ ＜ 23年度実施済＞ ■ ＜ 23年度実施済＞
社会福祉法人「秋田県社会福祉事

業団」に対して譲渡等を実施。

（23年 4月）
＜譲与＞

・水林通勤寮

＜無償貸与＞

・心身障害者コロニー

・身体障害者更生訓練センター

・阿桜園

・高清水園

・南部老人福祉総合エリア（養護老

人ホーム、軽費老人ホーム）

◎ 地域活性化施設の地元自治体
等との協議・検討を踏まえた譲
渡

■ 能代山本スポーツリゾートセ ■ 能代山本スポーツリゾートセ ■ 地元自治体に対し、譲渡受入
ンター（通称：アリナス）及び ンター（通称：アリナス）及び れの条件等を確認し、その内容
大館樹海ドームについて、引き 大館樹海ドームについて、地元 を踏まえ譲渡に向けた働きかけ
続き地元自治体等への譲渡受入 自治体に対し、譲渡受入れの協 を行います。（8月）
れの働きかけを行います。 議を実施しましたが、各施設と
（通年） も広域的な利用がなされている

施設である等の理由から受け取
り困難との見解を示され、譲渡
には至りませんでした。
（3月）
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２ 数値目標及び実績

３ ２４年度実績の評価結果及びその理由等

評価結果 Ｂ

【理由等（数値目標がある項目で、評価結果がＡ又はＢの場合を除く。）】

指 標 名 単位 基準値 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

（年度）

■県有施設の譲渡又は貸与の 目 標 1 8 1 1
実施施設数 1 （1） （9） （10） （11）

施設 実 績 （21年度） 1 6 1
（1） （7） (8)

評 価 Ａ Ｃ Ｂ

※ 累計評価。かっこ書きは累計値。
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（３）アウトソーシングの推進 一連番号 ５

所 管 課 総務課

１ ２４年度実施計画（概要）、２４年度実績（取組結果）及び２５年度実施計画

２４年度実施計画（概要） ２４年度実績（取組結果） ２５年度実施計画

◎ アウトソーシングの推進
■ 「民間にできることは民間に」■ 24 年度は、研修会の開催や ■ 「民間にできることは民間に」
という役割分担の考え方の下、 営繕工事監督業務など 8 件の という役割分担の考え方の下、
事務事業の見直し手法の 1 つ アウトソーシングを行いまし 事務事業の見直し手法の 1 つ
として、アウトソーシングを着 た。（通年） として、アウトソーシングを引
実に推進します。（通年） き続き着実に推進します。

（通年）

◎ 協働化テストの実施
■＜ 23年度検討済＞ ■ ＜ 23年度検討済＞ ■ ＜ 23年度検討済＞

21 年度の実施状況（提案 15 件、
採択 1 件（※））を受けて検討した
結果、アウトソーシングの手法とし

ての「秋田県版協働化テスト」は見

送り。

（※）公益法人制度改革対応共同実

施説明会

２ 数値目標及び実績

３ ２４年度実績の評価結果及びその理由等

評価結果 Ｂ

【理由等（数値目標がある項目で、評価結果がＡ又はＢの場合を除く。）】
－

指 標 名 単位 基準値 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

（年度）

■事務事業の新規アウトソーシ 目 標 15 15 15 15
ング数 16 （15） （30） （45） （60）

件 実 績 （20年度） 16 14 8
（16） （30） （38）

評 価 Ａ Ａ Ｂ

※ 累計評価。かっこ書きは累計値。
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３ 多様な主体との協働の推進

（１）企業・ＮＰＯ・市町村・高等教育機関など多様な主体との
協働を推進するための環境整備 一連番号 ６

所 管 課 地域活力創造課

１ ２４年度実施計画（概要）、２４年度実績（取組結果）及び２５年度実施計画

２４年度実施計画（概要） ２４年度実績（取組結果） ２５年度実施計画

◎ 企業とＮＰＯとのワークショ
ップの開催

■ 県内 3 地区において、年 2 ■ 「NPO派遣相談員」を県内 3 ■ ＮＰＯを育成・支援するため
回企業と NPO 等との具体・実 か所にある NPO サポートセン に必要な事業を再編整理し、「Ｎ
際的な協働ワークショップやセ ターに配置し、ワークショップ ＰＯ経営安定化等対策事業」と
ミナーを開催します。 やセミナーを通して企業の して展開します。
（10月～ 3月） CSR と NPO 等との協働実践 「ＮＰＯ経営安定化等対策事業」

を 41件を実施しました。 企業の社員等を含めた協働コー
（5月～３月） ディネーターの育成のためのセ
協働実践例 ミナー、ワークショップを開催
・被災地支援をしているＮＰＯ し、安定収入の確保、効果的な
とアーティストが企業（大手 広報手法、経理のスキルアップ
スーパー）の協力を得て駐車 など県内ＮＰＯの経営管理能力
場で被災地慰問ライブを開 向上を図ります。（5月～ 3月）
催。 「中間支援ＮＰＯ経営相談事業」

県内３か所のサポートセンター
企業の CSR の「ＮＰＯ派遣相談員」「イン
企業の社会貢献活動。ＮＰ キュベーションマネージャー」

Ｏ等との連携による地域課題 「協働推進専門員」を活用し、
解決の促進が期待される。 コミュニティビジネス立ち上げ

支援、ＮＰＯと企業との協働促
進、創業支援等を推進します。
（通年）

◎ あきたスギッチファンドへの
補助・運営への参画

■ 23 年度同様の補助・支援策 ■ 「あきたスギッチファンド支 ■ 「あきたスギッチファンド支
を講じ、県内 NPO 活動を資金 援事業」（総額 12,300 千円） 援事業」（総額 6,550 千円）に
面等で支援します。 による支援を行いました。 よる支援を行います。（通年）
・事務局職員計 2名の配置 （通年） ・専任職員１名配置による事務
・同ファンド助成事業への補助 ・専任職員２名配置による事務 局体制と寄附金募集活動強化
金支給 局体制と寄附金募集活動強化 （3,550千円）

・同ファンド助成事業選考委員 （5,780千円） ・助成事業経費の一部助成
会への選考委員としての参加 ・助成事業経費の一部助成 H25限り （3,000千円）
（5月、7月、1月） （2,800千円） ・『助成金活用レポート』の活

・運営委員会への参加（随時） ・PR 活動用冊子『助成金活用 用、ファンド運営委員会出席、
・広報活動への支援（随時） レポート』作成（3,720千円） 助成事業選考委員としての事
あきたスギッチファンド ・ファンド運営委員会出席、助 業採択とともに、26 年以降
県民や企業などからの寄附金を原 成事業選考委員としての事業 のファンド自立へ向けて包括

資として地域の課題を解決しようと 採択などを通して寄附金等の 協定企業への協力依頼など新
する団体へ助成する仕組みで、「特 募集活動支援とファンドの有 たな募集先の開拓を強化しま
定非営利活動法人あきたスギッチフ 効活用を図りました。 す。
ァンド」が運営しています。
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◎ 多様な主体との協働事業の推

進

■ 県主催事業の参加者など多様 ■ 県内ＮＰＯ等に「新しい公共 ■ 県職員向けの『秋田県協働推

な主体に対し、市民活動情報ネ 支援事業説明会」(4 月)やＮＰ 進ガイド』(21 年度改訂)及び
ット等により「県民協働行動指 Ｏサポートセンターに配置した 県民向けの『県民協働行動指針』

針」の周知を図ります。（通年） 冊子により「県民協働行動指針」 (22 年度発行)を統合し、地域
を周知しました。（通年） に最も身近な市町村との協働に

また、「新しい公共」の協働 ついて県民と県職員の実践を促

プラン提案事業により実践的な す内容に再編纂します。(6月）
取組を推進しました。（7事業）
主な取組内容

・「高齢・過疎地域」における

共助力アップ支援事業

（ＮＰＯ法人秋田県南ＮＰＯ

センター）

・ワーキングハウス開設運営事

業（ＮＰＯ法人大仙親と子の

総合支援センター）

■ 県民協働フェスタを、県内 3 ■ 県内 3 地区でＮＰＯ等、企 ■ 協働の輪を広げ、ＮＰＯ支援

地区で民間主体の実行委員会形 業、経済団体、大学生などで構 センター以外の新たな担い手の

式により開催します。 成する実行委員会による「あき 可能性を探るため、これまでの

また、各セミナーを、同時期 た協働ウィーク・県民協働フェ 開催場所や委託先に拘わらず、

に開催し、県民協働フェスタと スタ 2012」が開催され、135 大学生や企業などの参画を得な

の相乗効果を図ります。 団体 2,077名の市民が参加しま がら新たな手法・企画で効果的

（9月） した。（9月） な内容の県民協働フェスタを開

催します。（9月）

◎ 情報誌・市民活動情報ネット

による市民活動情報の発信

■ 県内 3 地区毎に年 10 回市民 ■ 県北版『んだすな』中央版『か ■ 引き続き県内 3 地区毎に市
活動情報誌を作成するととも だれ』県南版『はんさん』の３ 民活動情報誌を年 10 回作成す
に、市民活動情報ネットに掲載 情報誌をそれぞれ年 10 回発行 るとともに市民活動情報ネット

することでより多くの県民の目 するとともに、市民活動情報ネ に掲載し、市民活動情報の発信

に触れられるようにします。 ットに掲載し、地域の NPO 活 に努めます。（通年）

（通年） 動紹介・イベント告知・活動ス また、3 地区それぞれの企画
また、市民活動情報ネットを キルの向上・支援制度などの情 で編集されている情報誌につい

改修し、情報誌の掲示、受発信 報発信を行いました。（通年） て、発信スキルアップを図り、

機能の改善、セキュリティの強 また、開設以来 8 年が経過 読者からの意見も伺いながら、

化等を図ります。（12月～） した市民活動情報ネットについ レベルの統一化、共同企画の創

て、掲載文字数や写真データ容 設など情報発信力を強化しま

量の制限の改善や不正アクセス す。（6月～ 2月）
防止のセキュリティ対策等の改

修を実施しました。（3月）
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２ 数値目標及び実績

３ ２４年度実績の評価結果及びその理由等

評価結果 Ａ

【理由等（数値目標がある項目で、評価結果がＡ又はＢの場合を除く。）】
－

指 標 名 単位 基準値 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

（年度）

■県とＮＰＯ等との協働件数 目 標 87 90 95 100 105
（20年度） （90） （185） （285） （390）

件 実 績 155 163 88
（155） （318） （406）

評 価 Ａ Ａ Ａ

※ 累計評価。かっこ書きは累計値。
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（２）協働コーディネーターなどの協働を支える人材の育成 一連番号 ７

所 管 課 地域活力創造課

１ ２４年度実施計画（概要）、２４年度実績（取組結果）及び２５年度実施計画

２４年度実施計画（概要） ２４年度実績（取組結果） ２５年度実施計画

◎ 協働コーディネーター研修の ◎協働の取組強化
実施
協働コーディネーター

NPO、企業、地域住民など多様
な主体同士の協働を実現するため、

企画・運営を含めた全体をプロデュ

ースする役割を担う人。

■ 協働による地域づくりに対す ■ 中間支援組織（ＮＰＯサポー ■ 全庁的な協働推進体制の再構
る理解を深め、協働をコーディ トセンター）やＮＰＯ等、企業、 築に向けて、(1)推進組織づく
ネートすることのできる人材の 大学、行政職員などを対象に、 り、(2)NPO との協働活動の
育成を図るとともに、多様な主 講義及びワークショップを開催 実践、(3)県・市町村職員研修
体が交流し、協働を推進するた して協働コーディネーターとし の実施を柱として効果的な方策
めの研修会を実施します。 ての専門的な知識の習得とＮＰ を検討し早期に実施に移してい
（7月） Ｏ及び県・市町村職員との交流 きます。（通年）

の場を設けました。 ■ 各地域振興局での協働推進連
（10月/ 36名参加） 絡会議を定期開催し、情報・意

見交換等を通じて地域課題の解
中間支援組織 決等を目指した協働の取組の実
市民活動を行う団体の運営又は 践・推進を図ります。（通年）

活動に関する相談業務や情報提供 ■ 地域活力創造課及び各地域振
などを行う組織。 興局に協働活動支援員を配置
県内３か所に設置されたＮＰＯ し、上記セミナー・会議の開催

活動支援センターは中間支援組織 のほか、市町村、NPO 等と連
が指定管理者となり、地域のＮＰ 携した協働事業の企画・実施、
Ｏ等の活動拠点として相談や活動 スギッチファンドへの募金活動
支援を実施。 への協力等を行います。（通年）

■ 各 NPO 支援センターと連携
して NPO 等のコミュニティビ
ジネスや企業・大学等の社会貢
献事業への推進を図ります。（通
年）

■ 協働による地域づくりに対す ■ 「NPO サポートセンター研 ■ NPO を育成・支援するため
るセミナーの開催及び NPO 等 修」 に必要な事業を再編整理し、
へのコンサルティングを行いま ・NPO サポートセンター(東 「NPO経営安定化等対策事業」
す。（随時） 京都)に公募による３名を派 として展開します。

遣し、前期・後期併せて４週 ※一連番号６参照
間の研修を実施しました。
〔NPO・企業・行政との協

◎ 協働セミナーの実施 働、NPO支援の基礎、会員、
■ 同上（上記協働コーディネー 寄附者の増加など〕 （通年）
ター研修と統合） 「インキュベーション・マネ

ージャー養成事業」
・（財）日本立地センターが実
施するインキュベーション・
マネージャー研修に公募によ
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る３名を派遣しました。（前
期・後期研修の間に OJT を
受講）
「研修修了者による NPO 指

導」
・研修修了者を指導者とした

NPO 向け実地指導を県内３
地区で実施しました。

２ 数値目標及び実績

３ ２４年度実績の評価結果及びその理由等

評価結果 Ａ

【理由等（数値目標がある項目で、評価結果がＡ又はＢの場合を除く。）】
－

指 標 名 単位 基準値 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度
（年度）

■協働コーディネーター研修受 目 標 29 60 90 120 150
講者数 ※累計 人 実 績 （21年度） 63 104 134

評 価 Ａ Ａ Ａ
※ 受講者の延べ人数の累計。

指 標 名 単位 基準値 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度
（年度）

■協働コーディネーター育成数 目 標 29 40 50 60 70
※累計 人 実 績 （21年度） 55 89 108

評 価 Ａ Ａ Ａ
※ 新規の受講者の累計。
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４ 秋田の元気づくりのための県民参加の推進と情報発信

（１）知事と県民との対話の推進 一連番号 ８

所 管 課 秘書課 総合政策課 広報広聴課 総務課

１ ２４年度実施計画（概要）、２４年度実績（取組結果）及び２５年度実施計画

２４年度実施計画（概要） ２４年度実績（取組結果） ２５年度実施計画

◎ 知事と県民との意見交換会の
実施

■ 知事と県民の座談会形式の意 ■ 知事と県民の座談会形式の意 ■ 知事と県民の座談会形式の意
見交換会を各地域振興局単位で 見交換会を各地域振興局単位 見交換会を各地域振興局単位で
実施します。また、この中で、 （県内 9 会場）で実施しまし 実施します。また、この中で、
県政に若者の意見を反映させる た。 県政に若者の意見を反映させる
ことを目的に、学生等との意見 また、この中で、県政に若者 ことを目的に、学生等との意見
交換会を実施します。 の意見を反映させることを目的 交換会を実施します。
（7～ 8月） に、ノースアジア大学を会場と （7～ 9月）

して、同大学観光学科の学生 8
名と「観光産業の振興」をテー
マに意見交換を実施しました。
（7～ 8月）

【開催テーマ】「ふるさと秋田元
気創造プラン」に関連した分野
から各会場ごとに設定。

【開催日】7～ 8月の計 5日間

【参加者数】9会場で 66名

◎ 現地、現場での対話の推進
■ 定例広報番組「あきたびじょ ■ 定例広報番組「あきたびじょ ■ 引き続き定例広報番組「あき
ん＋（プラス）」に知事が出演 ん＋（プラス）」に、知事が出 たびじょん＋（プラス）」に知
する機会をとらえ、収録等で知 演した際（新春特番除く 5 回 事が出演する機会をとらえ、収
事が各地域を訪れる際には、番 の出演時）、番組出演者等と意 録等で知事が各地域を訪れる際
組出演者等と意見交換を行うな 見交換を行うなど県民等との対 には、番組出演者等と意見交換
ど、現地や現場での県民との対 話を進めました。（4月～） を行うなど、現地や現場での県
話を推進します。（4月～） 民との対話を推進します。

（4月～）

◎ 知事への手紙などの広聴活動
の実施

■ 引き続き「知事への手紙」や ■ 県政への意見・要望等を受け ■ 引き続き「知事への手紙」や
電子メール「info」で県民から 付ける「知事への手紙」は、24 電子メール「info」で県民から
の意見・要望等を幅広く受け付 年度中に 749 件寄せられ、各 の意見・要望等を幅広く受け付
け、担当部局において新たな施 担当部局において施策・事業へ け、担当部局において新たな施
策推進の契機としたり、業務改 反映させるよう努めました。 策推進の契機としたり、業務改
善等に役立てたりします。 （通年） 善等に役立てたりします。
（4月～） （4月～）
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■ パブリックコメントの実施に ■ 36（地方分権改革一括法関 ■ パブリックコメントの実施に
より、多くの県民の意見・提言 連 20 を含む）の案件でパブリ より、多くの県民の意見･提言
を県政に反映させ、政策形成過 ックコメントを実施しました。 を県政に反映させ、政策形成過
程の公正性と透明性の向上を図 75 人（地方分権改革一括法関 程の公正性と透明性の向上を図
ります。（通年） 連 18 人を含む）から合計 159 ります。（通年）

件（地方分権改革一括法関連 35
件を含む）の意見が出され、政
策形成過程において、県民の意
見・提言を県政に反映させまし
た。（通年）

■ パブリックコメント実施に当 ■ パブリックコメント実施に当 ■ パブリックコメント実施に当
たっては、美の国あきたネット たっては、美の国あきたネット たっては、計画等の案を美の国
へ計画等の案を掲載するほか、 への掲載や各地域振興局への備 あきたネットへの掲載し、各地
地上デジタル放送のデータ放送 え付けによる計画案の公表に加 域振興局へも備え付け、さらに、
に案の概要を掲載するなどの方 え、地上デジタル放送のデータ 地上デジタル放送のデータ放送
法で、制度の周知に努めます。 放送により意見募集のお知らせ にパブリックコメントを実施し
（通年） 行い、より多くの方から意見を ている旨を掲載し、制度の周知

いただけるよう配慮しました。 に努めます。（通年）
（通年）

◎ あきた県庁出前講座等を通じ
た情報の受発信

■ 県民からの要請に応じて、職
員を講師として派遣する「あき
た県庁出前講座」等を引き続き
実施し、県の施策・事務事業を
県民に分かりやすく説明すると
ともに、受講者を通じて当該施
策等に対する県民意見の把握に
努めます。

25 年度のあきた県庁出前講
座は産業、教育、福祉、環境な
ど各分野から、県民の関心が高
い施策等 183 メニューについ
て実施します。（通年）

２ ２４年度実績の評価結果及びその理由等

評価結果 Ａ

【理由等（数値目標がある項目で、評価結果がＡ又はＢの場合を除く。）】
24 年度実施計画については、おおむね予定どおり実施し、様々な形で、県民の皆様から御意見を

いただくことができたことから、Ａ評価としました。
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（２）各種計画策定や政策決定への県民参加の仕組みづくり 一連番号 ９

所 管 課 総合政策課 総務課

１ ２４年度実施計画（概要）、２４年度実績（取組結果）及び２５年度実施計画

２４年度実施計画（概要） ２４年度実績（取組結果） ２５年度実施計画

◎ 県民参加型計画策定方針に基
づく県民参加の促進

■ 同方針に基づき、当該年度に ■ 同方針に基づき、24 年度に ■ 「秋田県県民参加による計画
策定を予定している各種計画の 策定予定の 7 件の計画につい 策定方針」（22年 7月施行）に
策定プロセスを県のウェブサイ て策定プロセスを県のウェブサ 基づき、当該年度に策定を予定
ト上で公表することにより、計 イト上で公表し、計画策定への している各種計画の策定プロセ
画策定への県民の積極的な参画 県民の参加促進を図りました。 スを県のウェブサイト上で公表
を促します。（通年） （6月） することにより、計画策定への

県民の積極的な参画を促しま
す。（通年）

■ 23 年度に策定した計画にお ■ 23年度に策定した 11件の計 ■ 24 年度に策定した計画にお
ける県民参画の実績についてウ 画における県民参画の実績につ ける県民参画の実績についてウ
ェブサイト上で公表し、計画策 いてウェブサイト上で公表し、 ェブサイト上で公表し、計画策
定の透明性を確保します。 計画策定の透明性を確保しまし 定の透明性を確保します。
（5月） た。（6、7月） （5月）

■ 25 年度に策定する第 2 期ふ
るさと秋田元気創造プラン（仮
称）について、新聞や広報紙等
を活用し、計画策定の過程を分
かりやすく周知するとともに、
広く県民意見を募集し、「戦略
の見える化」及び県民参加型の
計画策定を推進します。
（7月以降予定）

◎ 審議会委員の共同公募の実施
■ 審議会等委員について、引き ■ 改選期を迎えた 80 審議会等 ■ 審議会等委員について、引き
続き、年 2 回の共同公募を行 のうち 32 審議会等で委員の公 続き、年 2 回の共同公募を行
います。（8月、2月） 募を行いました。（8月、2月） います。（8月、2月）

◎ 審議会委員の公募制の拡大
■ 現在、公募を実施していない ■ 導入に向けた働きかけにより ■ 現在、公募を実施していない
審議会等について、公募制の可 これまで公募を実施していなか 審議会等について、公募制の可
否を精査し、公募制導入の拡大 った 2 審議会が新たに公募制 否を精査し、公募制導入の拡大
を図ります。（6月、12月） を導入しました。 を図ります。（6月、12月）

■ 新たに設置する審議会等につ ■ 新たに設置された 1 審議会 ■ 新たに設置する審議会等につ
いても公募制の導入を積極的に 等についても公募制の導入を検 いても公募制の導入を積極的に
検討し、公募制導入の拡大を目 討しましたが、委員には、高度 検討し、公募制導入の拡大を目
指します。（通年） の専門性が必要だったことか 指します。（通年）

ら、公募制には至りませんでし
た。（12月）
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２ 数値目標及び実績

３ ２４年度実績の評価結果及びその理由等

評価結果 Ｄ

【理由等（数値目標がある項目で、評価結果がＡ又はＢの場合を除く。）】
委員の公募制導入に向けた働きかけにより、新たに制度を導入した審議会等（2 審議会等）はあっ

たものの、公募をやめた審議会等（1 審議会等）、公募を導入していたが廃止された審議会等（1 審
議会等）があり、増減 0 となりました。また、「高度の専門性を求められる」、「すべての委員が職指
定されている」との理由から、公募制を導入できない審議会等が固定化しており、導入率の向上につ
ながらなかったことから、目標値に届きませんでした。

指 標 名 単位 基準値 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

（年度）

■委員の公募制を導入している 目 標 40.5 43.0 45.0 47.0 50.0
審議会等の割合 ％ 実 績 （21年度） 40.5 41.7 42.1

評 価 Ｄ Ｄ Ｄ
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（３）秋田をアピールする情報発信 一連番号 １０

所 管 課 広報広聴課 イメージアップ推進室

１ ２４年度実施計画（概要）、２４年度実績（取組結果）及び２５年度実施計画

２４年度実施計画（概要） ２４年度実績（取組結果） ２５年度実施計画

◎ 全庁挙げての新たなイメージ
アップ戦略の展開

■ 秋田の本質的な魅力を首都圏 ■ 秋田の魅力をビジュアル化し ■ 秋田デスティネーションキャ
を中心に全国に向けてアピール たポスターを 11 種類制作し、 ンペーンと連動し、首都圏を中
するため、「あきたびじょん」 県内の観光施設はもとより、8 心にマスメディアやウェブサイ
のテーマに沿ったポスターを 7 月から 10 月にかけ、首都圏の トを主体として秋田に関する情
種類制作し、既存のポスターを ＪＲ主要駅や空港、銀座の商業 報の露出を増やし、より深く秋
含めて駅、空港、商業ビル等に ビル等へ集中的に掲出し、秋田 田の魅力を全国へ発信します。
掲出します。（4月～ 12月） を印象づけるイメージＰＲを展 （通年）

開しました。（通年）

■ 「あきたびじょん」の 11 テ ■ フリーマガジン「のんびり」 ■ 引き続き秋田の魅力を発信す
ーマに基づく秋田の魅力を広く を年４回発行し、全国の旅行代 るフリーマガジンを発行し、秋
PR するマガジン、動画を制作 理店やマスメディア、ギャラリ 田への旅行や県産品の購入促進
し、首都圏を中心に全国の旅行 ーや雑貨屋等へ配布するととも につながる動機付けを図りま
会社、メディア関係機関等に配 に、インターネット上で動画に す。（通年）
布するほか、インターネット上 より、秋田に暮らす人々の生の
でも展開します。（4月～） 声を配信しました。（通年）

■ 在京キー局との制作協力によ ■ ＜ 23年度実施済＞ ■ ＜ 23年度実施済＞
るテレビ番組を放映するほか、
新聞社等とのタイアップによる
首都圏向け記事や企画広告等を
活用し、情報発信を行います。
＜ 23年度実施済＞
東京キー局及びシンガポール拠点

・汎アジアテレビ局との制作協力に

よるテレビ番組を放映したほか、首

都圏ほか各エリア向けの新聞広告に

より、情報発信。

（23年 7月～ 24年 2月）

■ 県民の元気を創造するための ■ ＜ 23年度実施済＞ ■ ＜ 23年度実施済＞
県内向けテレビ番組を制作・放
映します。
＜ 23年度実施済＞
11 のテーマで秋田の魅力を紹介

するテレビ番組を制作し、県内民放

3局で放映（各局 6 本）。
（24年 1月～ 3月）

◎ 広報紙等による地域活動の情
報発信

■ 全戸配布広報紙の題名を「あ ■ 全戸配布広報紙「あきたびじ ■ 全戸配布広報紙「あきたびじ
きたびじょん」に変更、全面リ ょん」を隔月で発行し、秋田の ょん」をソフトリニューアルし、
ニューアルの上、隔月 12 頁で 豊かさをテーマに様々な地域の 秋田の豊かさをテーマとする様
発行し、県民と秋田の豊かさを 情報を掲載し、県民と共有しま 々な地域情報など魅力的な情報
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共有する情報を掲載します。 した。 の発信を行います。
なお、県からのお知らせ、イ また、従来は、隔月発行の広 また、県からのお知らせ、イ

ベント、市町村情報などは地上 報紙で紹介していた県からのお ベント情報、市町村情報などの
デジタルデータ放送に移行し、 知らせ、イベント、市町村情報 情報を地上デジタルデータ放送
月 2回内容を更新することで、 について、地上デジタルデータ を活用してタイムリーに発信し
よりタイムリーに情報発信しま 放送での情報提供に切り替えた ます。（通年）
す。（通年） ことにより、情報提供の件数は、

23 年度の 135 件から 444 件に
大きく増加しました。
月 2 回の更新により、情報

発信をよりタイムリーに行うこ
とができるようになったほか、
常時、情報提供することができ
るようになりました。（通年）

◎ ウェブサイトなどを活用した
県外向け情報発信の強化

■ メールマガジンのライターを ■ メールマガジンの記事の内容 ■ 引き続き、内容の充実を図り
一新し、内容の充実を図りなが に関連するウェブサイトやフェ ながらメールマガジンを月 2
ら月 2 回配信するとともに、 イスブックページとのリンクを 回配信します。
メールマガジン登録者数の増加 強化し、旬な情報をより充実し また、他のウェブサイトやフ
に努めながら、ウェブサイトへ た内容で読者にお届けしまし ェイスブックページとのリンク
の誘導を図ります。（通年） た。 などにより、メールマガジン読

こうした取組により、メール 者数の維持に努めます。
マガジンの登録者数は、3,320 （通年）
人から 3,397人に増加し、また、
新たに登録した県外の読者から
は他県のメルマガより読みやす
く話題が豊富であるとか紹介し
た食べ物や製品に興味を持った
などのお便りも多数頂戴しまし
た。（通年）

■ 秋田の旬な情報を県の公式ツ ■ 県の公式ツイッターや県職員 ■ 引き続き、各種ソーシャルメ
イッターや県職員ブログを積極 ブログに加え、新たに県公式フ ディア等を活用して、タイムリ
的に活用し、タイムリーに発信 ェイスブックページを開設し、 ーな情報発信を行います。
します。（4月～） タイムリーな情報発信の強化を （通年）

図りました。（2月～）

■ 県の公式ウェブサイト「美の ■ 県の動画サイト「WebTV あ ■ 新しいサイトの本格運用を開
国あきたネット」の動画配信サ きた」について、動画データを 始し、本県のイメージアップに
イトである「WebTV あきた」 YouTube に移行するなど、全 つながる様々な動画を発信しま
のデータを、YouTube 等の広 面リニューアルし、閲覧しやす す。（通年）
く一般に普及している動画配信 いウェブサイトへの再構築を図
サービスに移行し、パソコンの りました。（3月）
ほかスマートフォンやタブレッ
ト端末でも閲覧できるようにす
るとともに、同サイトを使いや
すく再構築し、利用者の情報収
集の多様化に対応します。
（2月）

■ 県内の伝統文化、自然、食な ■ 映像ライブラリー貸出システ ■ 映像ライブラリー貸出システ
どの魅力を収録した 70 種類の ムを構築し、映像素材を提供す ムの本格運用を開始し、映像を
素材映像を提供する専用ウェブ る環境を整備しました。なお、 通じてより多くの人に秋田の魅
サイトを新たに立ち上げ、利用 映像ライブラリー貸出システム 力を発信します。（通年）
者の映像活用を通してより多く をより多くの方に知っていただ
の人に情報を拡散させることに く た め 、一 部の デ ー タを
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よって、秋田の認知度向上を図 「WebTV あきた」と共有しま
ります。（7月） した。（3月）

映像ライブラリー貸出システム

（説明）

本県の魅力を発信する映像ライブ

ラリーを広く利活用してもらうた

め、映像の紹介（関連情報含む）

と提供を行うWebシステム。

◎ 秋田の応援団人材データ登録
者への情報発信

■ 秋田の応援団人材データ登録 ■ 秋田の応援団人材データ登録 ■ 引き続き秋田の応援団人材デ
者や楽天まち楽ファンクラブ登 者約 163 人に広報紙「あきた ータ登録者に広報紙「あきたび
録者に広報紙「あきたびじょん」 びじょん」や観光イベントガイ じょん」や観光イベントガイド
や観光イベントガイドなどを提 ドなどを提供し、秋田の良さを などを提供し、引き続き秋田の
供し、引き続き秋田の良さを県 県外に PRしました。（通年） 良さを県外に PRします。
外に PRします。（通年） （通年）
秋田の応援団人材データ

秋田県の出身又は秋田県にゆかり

のある県外在住者で、自分の技術や

経験などを生かし、「秋田県の活性

化のために活躍したい」と考えてい

る人を登録したデータバンク。

２ 数値目標及び実績

３ ２４年度実績の評価結果及びその理由等

評価結果 Ａ

【理由等（数値目標がある項目で、評価結果がＡ又はＢの場合を除く。）】
－

指 標 名 単位 基準値 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

（年度）

■ホームページアクセス数 目 標 300 320 330 340 350
万件 実 績 （20年度） 283 363 357

評 価 Ｄ Ａ Ａ
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Ⅱ 職員の意識改革とサービス向上

１ 職員の能力向上と意識改革

（１）職員研修の見直し 一連番号 １１

所 管 課 人事課

１ ２４年度実施計画（概要）、２４年度実績（取組結果）及び２５年度実施計画

２４年度実施計画（概要） ２４年度実績（取組結果） ２５年度実施計画

◎ 研修評価に基づく研修科目等
の見直し

■ 研修評価を実施し、評価結果 ■ 研修評価結果を基に科目構成 ■ 研修評価を実施し、評価結果
を基に科目構成や実施方法等の 等の見直しを行い、25 年度に を基に科目構成や実施方法等の
見直しを行い、より効果的な職 向けて１科目の改廃及び 2 科 見直しを行い、より効果的な職
員研修の実施に努めます。 目の講師変更を行い、より効果 員研修の実施に努めます。
（4月～） 的な内容に改善しました。 （4月～）

（4月～）

■ 意識・知識・見識とも日本一 ■ 主査級職員 24 名を対象とす ■ 意識・知識・見識とも日本一
の職員を育成するため、主査級 るおよそ 4 か月間の集中的な の職員を育成するため、主査級
職員 24 名程度を対象とするお 研修「意識・知識・見識」実践 職員 24 名程度を対象とするお
よそ 4 か月間の集中的な研修 研修を実施しました。 よそ 4 か月間の集中的な研修
を実施します。（5月～ 10月） 研修の成果は、研修生（４グ を実施します。（６月～ 10月）

ループ）から知事をはじめとす
る幹部職員に対して政策案とし
てプレゼンされるとともに、担
当課施策事業の検討材料として
活用されました。（5月～ 10月）

■ 国内のトップレベルで活動し ■ 国内のトップレベルで活動し ■ 国内のトップレベルで活動し
ている講師を招いて講演会を実 ている講師を招き、「地域観光 ている講師を招いて講演会を実
施し、職員のモチベーション向 とマーケティング」、「潜在能力 施し、職員のモチベーション向
上に努めます。（7月～ 11月） を引き出すマネジメント」、「良 上等に努めます。（7月～ 10月）

い仕事」をテーマとする講演会
を 3 回実施し、職員のモチベ
ーション向上と意識改革に努め
ました。（8月～ 11月）

■ 新規採用職員について、実務 ■ 新規採用職員について、接遇 ■ 新規採用職員について、実務
に関する内容を充実させて、前 ・ビジネスマナー、議会本会議 に関する内容を充実させて、前
期・中期・後期と三期に分けて 傍聴による議会のしくみ、福祉 期・中期・後期と三期に分けて
研修を実施します。 施設体験等の実践的な科目を取 研修を実施します。
（4月～ 10月） り入れ、より内容を充実させま （4月～ 10月）

した。（4月～ 10月）

◎ 若手職員に対する能力開発研
修の受講促進

■ 若手職員に対して年１回の能 ■ 23～ 34歳の若手職員に対し ■ 若手職員に対して年１回の能
力開発研修の受講を義務づけ、 て年１回の能力開発研修の受講 力開発研修の受講を義務づけ、
職員個人の能力向上を図りま を義務づけ、職員一人ひとりの 職員個人の能力向上を図りま
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す。（7月～ 12月） 政策形成や実務等の能力向上を す。（7月～ 12月）
図り、限られた人員で県民サー
ビスの向上に対応できる人材の
育成に努めました。
（7月～ 12月）

◎ ３０歳キャリア開発研修の義
務化

■ 30 歳の職員に対して中堅職 ■ 30 歳の職員に対して、中堅 ■ 30 歳の職員に対して中堅職
員研修の受講を義務づけ、自ら 職員研修の受講を義務づけ、自 員研修の受講を義務づけ、自ら
が目指すキャリアビジョンや、 らが目指すキャリアビジョン が目指すキャリアビジョンや、
ビジョン実現に向けた行動計画 や、ビジョン実現に向けた行動 ビジョン実現に向けた行動計画
を作成する研修を実施します。 計画を作成する研修を行いまし を作成する研修を実施します。
（8月） た。この研修により、県職員と （8月）

しての進む方向を明確にし、モ
チベーションアップを図りまし
た。（8月）

２ 数値目標及び実績

３ ２４年度実績の評価結果及びその理由等

評価結果 Ｂ

【理由等（数値目標がある項目で、評価結果がＡ又はＢの場合を除く。）】
－

指 標 名 単位 基準値 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

（年度）

■３５歳未満職員の能力開発研 目 標 207 540 980 1,340 1,630
修の受講者数 人 実 績 （21年度） 534 966 1,346

評 価 Ｂ Ｂ Ａ

指 標 名 単位 基準値 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

（年度）

■３０歳キャリア開発研修受講 目 標 48 60 110 140 170
者数 人 実 績 （21年度） 57 97 131

評 価 Ｂ Ｂ Ｂ

※ 数値目標は 22年度からの累計人数。



- 22 -

（２）専門性を持った職員の計画的育成 一連番号 １２

所 管 課 人事課

１ ２４年度実施計画（概要）、２４年度実績（取組結果）及び２５年度実施計画

２４年度実施計画（概要） ２４年度実績（取組結果） ２５年度実施計画

◎ 標準的な異動サイクルの見直
し

■ 標準的な異動サイクルを 3 ■ ＜ 22・23年度実施済＞ ■＜ 22・23年度実施済＞
年から 4年に改めます。
＜ 22・23年度実施済＞
＜主任級以下の職員＞

22年度定期人事異動から実施
＜主査級以上の職員＞

23年度定期人事異動から実施

■ 26年に開催される「第 29回 ■ 26年に開催される「第 29回 ■ 26年に開催される「第 29回
国民文化祭」に向けた準備など、 国民文化祭」に向けた準備など、 国民文化祭」に向けた準備など、
同一職員が長期に担当する必要 同一職員が長期に担当する必要 同一職員が長期に担当する必要
がある業務については、所属長 がある業務については、所属長 がある業務については、所属長
に対し業務進行状況等を確認 に対し業務進行状況等を確認の に対し業務進行状況等を確認
し、必要な期間、職員を配置し 上、継続して職員を配置しまし し、必要な期間、職員を配置し
ます。（4月～） た。（4月～） ます。（4月～）

◎ 特定分野での専門的職員の育
成

■ 県税、福祉、用地交渉、企業 ■ 県税、福祉、用地交渉、企業 ■ 県税、福祉、用地交渉、企業
誘致等の専門的知識や長期の経 誘致等の専門的知識や長期の経 誘致等の専門的知識や長期の経
験が必要とされる業務分野につ 験が必要とされる業務分野につ 験が必要とされる業務分野につ
いては、過去に同種の業務経験 いては、業務に支障が生じない いては、過去に同種の業務経験
を有する職員を積極的に配置し よう、過去に同様の業務を経験 を有する職員を積極的に配置し
ます。（4月～） したことがある職員を積極的に ます。（4月～）

配置しました。（4月～）

■ 民間研修派遣終了者を業務上 ■ 民間研修派遣終了者を業務上 ■ 民間研修派遣終了者を業務上
関連する課に直接復帰させるな 関連する課に直接復帰させるな 関連する課に直接復帰させるな
ど、人材育成に重点を置いた人 ど、民間研修の成果を業務に生 ど、人材育成に重点を置いた人
事配置を行います。（4月～） かせる人事配置を行い、人材育 事配置を行います。（4月～）

成を図りました。（4月～）

◎ 技術職員の計画的な採用と育
成

■ 食品衛生業務、農林漁業技術 ■ 食品衛生業務、農林漁業技術 ■ 食品衛生業務、農林漁業技術
普及業務、建設業務のほか、農 普及業務、建設業務、農業土木 普及業務、建設業務、農業土木
業土木分野などについても、職 業務などについて、再任用制度 業務などについて、職員再任用
員再任用制度を活用し、専門技 をできる限り活用し、業務に支 制度を活用し、専門技術力の円
術力の円滑な継承を図ります。 障が生じないよう専門技術力の 滑な継承を図ります。
（4月～） 円滑な継承を図りました。 （4月～）

（4月～）

■ 獣医師など新規の採用が困難 ■ 獣医師など新規の採用が困難 ■ 建築など新規の採用が困難な
な職種について、再任用制度の な職種について、再任用制度の 職種について、再任用制度の積
積極的な活用により、住民サー 積極的な活用により、業務に支 極的な活用により、住民サービ
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ビスの維持・向上のため必要な 障が生じないよう必要な人員の スの維持・向上のため必要な人
人員の確保に努めます。 確保に努めました。（4月～） 員の確保に努めます。（4月～）
（4月～）

■ 国及び公益的法人等が主催す ■ 国及び公益的法人等が主催す ■ 国及び公益的法人等が主催す
る研修に職員を参加させること る研修に積極的に職員を参加さ る研修に職員を参加させること
等により、専門技術力の向上を せること等により、専門技術力 等により、専門技術力の向上を
図ります。（4月～） の向上に努めました。（4月～） 図ります。（4月～）

２ ２４年度実績の評価結果及びその理由等

評価結果 Ａ

【理由等（数値目標がある項目で、評価結果がＡ又はＢの場合を除く。）】
24 年度実施計画に掲げた専門性を持った職員の計画的な育成については、計画どおりに実施した

ことからＡ評価としました。
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（３）職員の地域貢献活動への参加の促進 一連番号 １３

所 管 課 人事課

１ ２４年度実施計画（概要）、２４年度実績（取組結果）及び２５年度実施計画

２４年度実施計画（概要） ２４年度実績（取組結果） ２５年度実施計画

◎ 職員の地域貢献活動の積極的
な参加の推進

■ 地域貢献活動を行っている職 ■ 地域貢献活動を行っている職 ■ 地域貢献活動を行っている職
員については、活動の事情を考 員については、活動の事情を考 員については、活動の事情を考
慮した人事配置を行うことを 慮した人事配置を行うことを 慮した人事配置を行うことを
「定期人事異動方針」に明記す 「定期人事異動方針」に明記し、 「定期人事異動方針」に明記す
るなど、職員が活動に参加する 職員の継続的な参加や積極的な るなど、職員が活動に参加する
ための環境整備と参加促進に向 参加に向けた意識啓発に努めま ための環境整備と参加促進に向
けた意識啓発に努めます。 した。（4月～） けた意識啓発に努めます。
（4月～） （4月～）

◎ 地域貢献活動を考慮した人事
異動

■ 消防団員等一定の期間継続的 ■ 消防団員等一定の期間継続的 ■ 消防団員等一定の期間継続的
に従事する必要がある地域貢献 に従事する必要がある地域貢献 に従事する必要がある地域貢献
活動を行っている職員について 活動を行っている職員について 活動を行っている職員について
は、定期人事異動においても、 は、定期人事異動においても、 は、定期人事異動においても、
活動事情を考慮した配置を行い できる限り地域貢献活動に考慮 活動事情を考慮した配置を行い
ます。（4月～） して配置しました。（4月～） ます。（4月～）

◎ ボランティア休暇制度の改正
■ ＜ 22・23年度実施済＞ ■ ＜ 22・23年度実施済＞ ■ ＜ 22・23年度実施済＞
時間単位で休暇を取得できるよう 東日本大震災の被災者支援のため

制度改正（22年度） のボランティア活動を行う場合の休

東日本大震災の被災者支援のため 暇上限日数引上げ措置は平成24年12

のボランティア活動を行う場合、休 月末で終了。

暇上限日数を 5日から 7日に引上げ
（23年度）

◎ 県民運動への職員参加の促進
■ 高齢化等集落の支援、NPO ■ 職員が率先して参加すること ■ 職員が率先して参加すること
等が主催するフォーラムなど、 が求められる様々な県民運動に が求められる県民運動について
職員が率先して参加することが ついて、職員が積極的に参加で は、引き続き庁内ネットワーク
求められる県民運動について きるよう、庁内ネットワークシ システムを活用した情報提供等
は、引き続き庁内ネットワーク ステムを活用した情報提供を行 を行います。（4月～）
システムを活用した情報提供、 い、参加を促進しました。
参加募集を行います。（4月～） （4月～）
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２ 数値目標及び実績

３ ２４年度実績の評価結果及びその理由等

評価結果 Ｂ

【理由等（数値目標がある項目で、評価結果がＡ又はＢの場合を除く。）】
－

指 標 名 単位 基準値 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

（年度）

■地域貢献活動参加職員割合 目 標 5.8 10.0 14.0 17.0 20.0
％ 実 績 （21年度） 11.1 13.5 16.6

評 価 Ａ Ｂ Ｂ
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（４）職員の意欲向上のための人事評価制度の見直し 一連番号 １４

所 管 課 人事課 教育庁総務課

１ ２４年度実施計画（概要）、２４年度実績（取組結果）及び２５年度実施計画

２４年度実施計画（概要） ２４年度実績（取組結果） ２５年度実施計画

◎ 給与反映の下位職位への拡大
■ 24 年度も継続して実施しま ■ 24 年度も継続して実施しま ■ 25 年度も継続して実施しま
す。（通年） した。（通年） す。（通年）

◎ 研究職員への評価制度の適用
■ 研究職員への評価制度につい ■ 研究職員への評価制度につい ■ ＜ 24年度実施済＞
て、24年度から実施します。 て、職員人事評価実施要領等を
（通年） 改正の上、24 年度から実施し

ました。（通年）

◎ 給与反映の下位職位への拡大
の検討・実施（教育委員会）

■ 知事部局における課長級未満 ■ 事務職員等に係る人事評価マ ■ 給与反映の導入に向けて講じ
の職員への給与反映状況を参考 ニュアルを改正し、評価者によ た取組の効果を確認しながら、
にしながら、教育庁等の課長級 る主観的評価の是正や緩厳の差 給与反映導入の前提として必要
未満の管理職手当受給者を対象 の是正に資する取組を行い、給 な各種の条件整備に引き続き取
とした給与反映導入に当たって 与反映導入の前提として必要と り組みます。（通年）
の課題等や導入時期の検討を行 なる条件の整備を図りました。
います。（通年） （9月）

■ 教員の人事評価のさらなる効 ■ 人事評価者である校長の、総 ■ 職員の資質能力の向上と組織
果的な運用に向け、教育庁各担 合教育センター研修において、 の活性化に資する現行の「目標
当課で、評価項目や評価手法な 「人事評価の評価項目や手法の 管理型」人事評価システムを継
どについての検証を継続して行 在り方」について協議を行い、 続します。（通年）
います。（通年） 目標設定時や評価時等に管理職 ■ 年度当初には、小・中・県立

と評価対象者が面談し、目標を 学校の校長・教頭を対象に、人
共有してその達成に向け取り組 事評価に係る評価者研修を実施
み、評価を引き続き行っていく し、趣旨の徹底を図ります。
ことが有効であることが確認さ （5 月）
れました。（11月）

２ ２４年度実績の評価結果及びその理由等

評価結果 Ａ

【理由等（数値目標がある項目で、評価結果がＡ又はＢの場合を除く。）】
24 年度実施計画に掲げた研究職員への評価制度の適用については、職員人事評価実施要領等を改

正の上実施し、また、教育委員会については、給与反映の導入に向けて、評価者による評価基準・方
法の正確な理解を図る等、評価の不均衡を縮小させるための対策を講じたことからたＡ評価としまし
た。
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２ 不断の業務改善の推進

（１）業務の簡素化・迅速化に向けた業務全般にわたる改善 一連番号 １５

所 管 課 総務課 人事課 情報企画課

１ ２４年度実施計画（概要）、２４年度実績（取組結果）及び２５年度実施計画

２４年度実施計画（概要） ２４年度実績（取組結果） ２５年度実施計画

◎ 業務全般にわたるきめ細かな
改善の推進

■ 事務ミス防止策には、全庁共 ■ 業務改善に関する職員提案の ■ 事務ミス防止策に基づく取組
通ルールやナレッジマネジメン うち、改善効果が期待できる提 を着実に実施し、業務改善の推
トの手法等も包含されているこ 案内容を積極的に実施しまし 進を図ります。（通年）
とから、事務ミス防止策に基づ た。（通年） ・職員提案
く取組を着実に実施し、業務改 ＜改善事例＞ ・事務処理マニュアルの更新等
善の推進を図ります。（通年） ・庁舎案内板への現在地表示
・職員提案 ・会議案内板の設置
・事務処理マニュアルの更新等 ■ 業務改善や事務ミス防止策の

観点から事務処理マニュアルの
一斉更新を実施しました。
（2月～）

◎ 施策・事務事業の見直し
■ 数値目標 200 件の達成に向 ■ 24年度は廃止 26件、縮小・ ■ 数値目標 200 件の達成に向
け、班単位での努力目標数を示 効率化等 51 件のほか、民間等 け、これまで以上に各課所の取
す等各課所の取組を促す方策を への業務委託や地域振興局への 組を促す手法を検討、実施しま
検討、実施します。（通年） 権限移譲等により、計 85 件の す。（通年）

見直しを行いました。（通年）

◎ 円滑な業務遂行のための職員
コミュニケーションの活性化

■ 22 年度から引き続き、各職 ■ 各所属長あての通知や実施状 ■ 各職員の行動予定の共有や業
員の行動予定の共有や業務の進 況調査などにより「朝コミ」の 務の進捗状況を把握するため、
捗状況の把握をするため、班単 実施を徹底し、班内の職員コミ 班単位での「朝コミ」の実施の
位での「朝コミ」の実施につい ュニケーションの活性化を推進 徹底を図ります。（4月～）
て周知徹底を図ります。（4月） しました。（4月～）
朝コミ
原則業務開始時に、その日の職員

の行動予定等を確認する班単位の業
務打ち合わせ

◎ ＩＴ技術を活用した職員間の
情報共有の推進

■ 23 年度に引き続き、研修会 ■ 電子掲示板、共有サーバ等の ■ 24 年度に引き続き各種手順
の開催や使い方マニュアルの掲 使用方法について情報化リーダ 書等を掲示し職員間の情報共有
示を行い、職員に使い方を周知 ー研修会において周知しまし の推進を図り、業務の効率化を
し、職員間の情報共有の推進を た。（5月） 進めます。
図り、業務の効率化を進めます。 また、使い方マニュアルを情 また、新たに E －ラーニン
（通年） 報活用支援システムに掲示し、 グシステムによる、ネットワー

情報共有の推進と業務の効率化 クや各種障害対応方法を学習で
を進めました。（通年） きる環境を提供します。（通年）
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２ 数値目標及び実績

３ ２４年度実績の評価結果及びその理由等

評価結果 Ｃ

【理由等（数値目標がある項目で、評価結果がＡ又はＢの場合を除く。）】
24 年度は、班単位での施策・事務事業の見直しにより、数値目標 200 件の達成に向けて各課所の

取組を促しましたが、これまでのスプリングレビューによる全事業の総点検・見直しの実施等により、
見直しがかなりの程度進んだこともあり、結果として目標数値に及びませんでした。

指 標 名 単位 基準値 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

（年度）

■施策・事務事業の見直し業務 目 標 250 250 200 200
数 （250） （500） （700） （900）

業務 実 績 － 370 107 75
（370） （477） （552）

評 価 Ａ Ｂ Ｃ

※ 累計評価。かっこ書きは累計値。
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（２）簡素で効率的な行政運営のためのＩＴの活用 一連番号 １６

所 管 課 情報企画課

１ ２４年度実施計画（概要）、２４年度実績（取組結果）及び２５年度実施計画

２４年度実施計画（概要） ２４年度実績（取組結果） ２５年度実施計画

◎ 情報システム全体最適化の推
進

■ 引き続き、情報システム受入 ■ 情報システム受入基盤（庁内 ■ 引き続き、情報システム受入
基盤を拡張し、24 年度にサー の情報システムを受入・統合す 基盤を拡張し、25 年度にサー
バー更新を行うシステムを受け るサーバー）の拡張を行い個別 バー更新を行う 8 システムを
入れていきます。（随時） サーバーにより運用されていた 受け入れていきます。（随時）

9 システムを 3月までに共通の 計画受入予定
基盤に受け入れ、県全体として ・内部情報共有システム
のサーバー機器を縮減しまし (common1)
た。（通年） ・内部情報共有システム２

(common2)
計画受入（7システム） ・財務会計システム

・身体障害者手帳発行システム ・あきたエコマネジメントシス
・予算編成・政策評価システム テム
・起債管理システム ・母子寡婦福祉資金システム
・電気工事二法業務管理システ ・栄養・母子システム
ム ・会議録検索システム

・地理情報システム ・県公報発行システム
・占使用許可台帳サブシステム
・バリアフリー施設入力サブシ
ステム
緊急受入（2システム）

・営繕行政支援ネットワークシ
ステム

・建築確認情報処理システム

■ 契約内容の標準化作業を行 ■ 情報システム受入基盤等を活 ■ 情報システム受入基盤をはじ
い、統合可能な契約について、 用することで、システムを構成 めとした、共通基盤の活用を推
情報企画課が一括して締結を行 するハードウェア部分の契約内 進し、契約内容の標準化を行っ
っていきます。（随時） 容を標準化し、情報企画課にお ていきます。（随時）

いて製品保守の契約を一括して
行い、コスト縮減を図りました。
（7月～）

・統合受入基盤製品保守

■ 情報システムの発注業務を情 ■ 各システムの構築や維持管理 ■ 引き続き、統合化できる項目
報企画課が引き受けるため、引 時に共通の作業項目の統合化を を精査し、発注業務の統合化を
き続き、統合化できる項目を精 進め、これらの項目を各システ 行うための調査を行います。
査し、発注業務の統合化を行う ムの発注時作業項目から除外す （通年）
ための調査を行います。（通年） ることにより、コストの縮減を

図りました。（通年）
構築段階：ServerCAL調達

利用者環境設定
維持管理段階：脆弱性診断
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２ 数値目標及び実績

３ ２４年度実績の評価結果及びその理由等

評価結果 Ａ

【理由等（数値目標がある項目で、評価結果がＡ又はＢの場合を除く。）】
－

指 標 名 単位 基準値 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

（年度）

■情報システム維持管理経費予 目 標 24.0 23.7 23.5 23.3 23.2
算額 億円 実 績 （21年度） 22.2 22.9 19.9

評 価 Ａ Ａ Ａ
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（３）評価事務の簡素化等政策評価制度全般の見直し 一連番号 １７

所 管 課 総合政策課

１ ２４年度実施計画（概要）、２４年度実績（取組結果）及び２５年度実施計画

２４年度実施計画（概要） ２４年度実績（取組結果） ２５年度実施計画

◎ 政策評価制度の見直しの検討
■ 政策評価委員会及び政策評価 ■ 政策評価委員会を３回、制度 ■ 政策評価委員会及び政策評価
委員の代表で構成する制度改善 改善部会を２回開催し、評価結 委員の代表で構成される制度改
部会において、引き続き制度改 果の調査審議を実施したほか、 善部会において、引き続き制度
善等について検討します。 よりわかりやすく簡素化した制 改善等について検討し、次年度
（5月～3月） 度にするため、次の項目の改善 以降の改善につなげます。

等について検討しました。 （5月～3月）
・政策評価の総合評価
・政策評価の実施時期と必要性
・成果の上がる評価制度
・２次評価の必要性
・外部評価
（6月～3月）

◎ 改正制度の実施
■ 外部評価を実施します。 ■ 外部評価機関を公募し、外部 ■ 外部評価を実施します。
（6月～10月） 評価を実施しました。 （7月～11月）

・実施件数 2件
・実施時期 8月～11月
・テーマ
｢働きながら子育てできる環
境づくり｣
｢県民協働のための基盤づく
りの推進｣
また、外部評価結果を政策評

価委員会に報告し、外部評価の
内容等について検討しました。
・報告時期 1月

２ ２４年度実績の評価結果及びその理由等

評価結果 Ｂ

【理由等（数値目標がある項目で、評価結果がＡ又はＢの場合を除く。）】
政策評価委員会等における調査審議、制度改善に向けた検討については、ほぼ予定どおりでしたが、

具体的な改善方法については、次年度も検討が必要であることからＢとしました。
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３ 県民の利便性の向上

（１）規制の廃止・緩和、行政手続の簡素化 一連番号 １８

所 管 課 総務課 総合政策課

１ ２４年度実施計画（概要）、２４年度実績（取組結果）及び２５年度実施計画

２４年度実施計画（概要） ２４年度実績（取組結果） ２５年度実施計画

◎ 各種規制の緩和・行政手続き
の簡素化

■ 県のウェブサイトにより、県 ■ 県のウェブサイトにより、県 ■ 県のウェブサイトにより、県
民等から規制緩和等に関する意 民等から規制緩和等に関する意 民等から規制緩和等に関する意
見を募集し、各種規制の緩和や 見を募集しましたが、意見の提 見募集を行います。（通年）
行政手続の簡素化に向けた見直 出はありませんでした。（通年） また、概ね 3 年毎に実施し
しを行います。（通年） ている各種団体へのアンケート

調査を実施します。（8月）

◎ 地方の意向が反映されるため
の国への要望

■ 地域主権改革一括法（第 3 ■ 義務付け・枠付けの見直しに ■ 地方分権改革一括法案の早期
次）の早期成立や、地方の実情 ついて、県単独のほか、全国知 成立や、地方の裁量と自由度の
に即した更なる見直しなどにつ 事会等を通じて国に要望しまし 拡大が進むよう、更なる義務付
いて、国に要望します。（通年） た。（通年） け・枠付けの見直しなどについ

なお、平成 25年 4月に、第 3 て、国に要望します。（通年）
次及び第 4 次の見直しに関す
る地方分権改革一括法案が国会
に提出されました。

◎ 「地域主権改革一括法案」等
による見直し

■ 地域主権改革一括法の成立・ ■ 第 1 次及び第 2 次の地域主 ■ 地方分権改革一括法の成立を
施行などに伴い、地方の条例制 権改革一括法の成立に伴い、条 見据え、各種規制の緩和や行政
定権や裁量権の拡大が図られる 例制定権が拡大され、各種施設 手続の簡素化などに取り組みま
ことから、各種規制の緩和や行 等の設置運営に関する 34 条例 す。（通年）
政手続の簡素化などに取り組み の制定等を行いました。
ます。（通年） （10、12月）

２ ２４年度実績の評価結果及びその理由等

評価結果 Ｃ

【理由等（数値目標がある項目で、評価結果がＡ又はＢの場合を除く。）】
24 年度実施計画については、予定どおり実施し、地域主権改革一括法の成立に伴う各種施設等の

運営に関する条例制定を行いましたが、県民等から規制緩和等に関する意見募集では、意見提出がな
かったことから、Ｃ評価としました。
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（２）電子自治体の推進 一連番号 １９

所 管 課 情報企画課 総務課 税務課

１ ２４年度実施計画（概要）、２４年度実績（取組結果）及び２５年度実施計画

２４年度実施計画（概要） ２４年度実績（取組結果） ２５年度実施計画

◎ 電子申請・届出サービスの対
象の拡大や手続の見直し

■ オンライン化対象手続の掘り ■ オンライン化対象手続の掘り ■ 引き続き、オンライン化対象
起こしを随時行います。 起こしを随時行うとともに、7 手続の掘り起こしを随時行いま
特に 7 月をオンライン化強 月から 8 月にかけてオンライ す。特に７月をオンライン化強

化月間として、庁内への周知広 ン強化月間と位置づけ、集中的 化月間として、庁内への周知広
報などの取組を集中的に行いま な取組を行った結果、24 年度 報などの取組を集中的に行いま
す。（7月） 中に 7 つの手続を新たにオン す。（７月）
また、イベント等の参加申込 ライン化しました。（通年） また、イベント等の参加申込

みにおいては、携帯電話からの イベント等の参加申込手続に みにおいては、携帯電話からの
申請にも対応した簡易申請機能 おいては、携帯電話からの簡易 簡易申請や QR コードを活用
の活用を促し、利便性の向上を 申請の際に QR コードを活用 し、利便性の向上を図ります。
図ります。（通年） し、利便性の向上を図りました。 （通年）

（7月～ 8月）

■ 23 年度の見直し状況を踏ま ■ 県のウェブサイトにオンライ ■ 24 年度に引き続き、認証方
え、引き続き、認証方法・添付 ン手続へのリンクを貼付け、広 法・添付書類の簡略化や、広報
書類の簡略化や広報の充実等、 報を充実させるなど、23 年度 の充実等、利用促進に向けた見
利用促進のための見直しを行い の検討結果を踏まえ 5 件の改 直しを行います。（通年）
ます。（通年） 善を図りました。（通年）

◎ 電子申告の普及拡大の推進
■ 各振興局単位（地区税務協議 ■ 由利地域において開催された ■ 税を考える週間において、税
会単位）に開催される税理士と 四者連絡協議会（構成員：税務 務署、市町村と連携して、電子
の懇談会等の機会を活用し、税 署、県、市及び税理士会）にお 申告の街頭広報を実施します。
務書類の作成を行う税理士向け いて、税理士会に電子申告の利 （11月）
に、電子申告の利用拡大を依頼 用拡大を依頼しました。（1月）
します。（4月～ 7月）

■ 納税義務者に申告書を送付す ■ 納税義務者に申告書を送付す ■ 給与所得者に係る個人住民税
る際に、電子申告の利便性を訴 る際に、電子申告の利便性を訴 の特別徴収の一斉実施に向けた
える PR チラシを同封します。 えるＰＲチラシを同封しまし 事業者への直接訪問による説明
（通年） た。（通年） と併せて、電子申告の活用を依

これらの取組により、電子申 頼します。（通年）
告の件数は 23 年度の 10,010
件から 11,917 件に増加しまし
た。

◎ 電子納税の検討・実施
■ 国の推進する自動車保有手続 ■ 与党税制調査会が、消費税の ■ 国の推進する自動車保有手続
きワンストップサービス（OSS） 税率引上げに併せて自動車取得 き ワン スト ッ プサ ー ビ ス
の導入について、OSS 都道府 税を廃止する方針を示したこと （OSS）の導入について、OSS
県税協議会、秋田県 OSS 地域 から、導入については、自動車 都道府県税協議会、秋田県 OSS
連絡会で協議を行い、自動車税 課税制度に関する今後の動向を 地域連絡会において、自動車課
や自動車取得税の電子納税の実 踏まえながら、検討していくこ 税制度に関する動向を踏まえな
施について引き続き検討しま ととしました。（通年） がら協議していきます。（通年）
す。（通年）
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２ 数値目標及び実績

３ ２４年度実績の評価結果及びその理由等

評価結果 Ａ

【理由等（数値目標がある項目で、評価結果がＡ又はＢの場合を除く。）】
－

指 標 名 単位 基準値 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

（年度）

■申告に占める県税の電子申告 目 標 19.2 30.0 40.0 50.0 60.0
の割合（年度平均） ％ 実 績 （20年度） 34.3 43.5 50.7

評 価 Ａ Ａ Ａ
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（３）県有地や県有施設の有効活用の推進 一連番号 ２０

所 管 課 財産活用課 地域活力創造課

１ ２４年度実施計画（概要）、２４年度実績（取組結果）及び２５年度実施計画

２４年度実施計画（概要） ２４年度実績（取組結果） ２５年度実施計画

◎ 県有施設の利用に関する規
則、要綱、貸出基準策定

■ ＜ 22年度実施済＞ ■ ＜ 22年度実施済＞ ■ ＜ 22年度実施済＞
県有施設の貸出については、行政

財産の使用許可によることとし、各

地域振興局へ通知。（23年 2月）

◎ 貸出物件の選定、県民への周
知、貸出

■ 22 年度調査から現在までの ■ 各地域振興局管内の 7 施設 ■ 24 年度実施したアンケート
間に施設の利用状況が変化して の現況を現地確認したところ、 調査を単独地方公所にも拡大し
いるものや、改修により新規に 3 施設について貸出可能と認め 貸出可と回答した公所の現況を
貸出しが可能となる場合もある られたことから、8 月から貸出 確認します。
ことから、貸出しを開始してい しを行うこととしました。 （4月～）
る施設（鹿角、山本、由利地域 また、各地域振興局及び保健
振興局職員会館）も含め現況調 所の大会議室 13 施設について
査を改めて行います。 貸出可否のアンケート調査を実
（4月～） 施しましたところ 1 施設が貸

出可能と確認されました。

■ 上記の現況調査により選定さ ■ 北秋田、仙北、雄勝地域振興 ■ 現況調査後、貸出可能と判断
れた施設について貸出しを開始 局の職員会館（8 月～）及び仙 した施設については、貸出しを
します。（随時） 北地域振興局の大会議室（10 開始します。（随時）

月～）の貸出しを開始しました。

■ 貸出開始に際しては、県民へ ■ 各地域振興局のウェブサイト ■ 各地域振興局及び地方公所の
データ放送やウェブサイトなど 及び財産活用課のウェブサイト ウェブサイト及び掲示板等を通
を通じて情報提供を行います。 を通じて情報提供を行いまし じて情報提供を行います。
（随時） た。（通年） （通年）

◎ 構造改革特区・地域再生制度
の周知・活用

■ 国（内閣）と連携し、地域再 ■ 内閣官房地域活性化事務局と ■ 国（内閣）と連携し「構造改
生制度等の活用について検討の の共催による制度説明会を実施 革特区・地域再生制度説明会」
上、関係機関への周知を図りま し、制度の周知を図りました。 を開催し、市町村や県民への周
す。 知を図ります。

・特定地域活力創造課再生制度
等制度説明会
期日：7月 26日
対象：ＮＰＯ、商工団体、
民間企業、市町村、県等
参加者：36名
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２ 数値目標及び実績

３ ２４年度実績の評価結果及びその理由等

評価結果 Ｃ

【理由等（数値目標がある項目で、評価結果がＡ又はＢの場合を除く。）】
各地域振興局及び各保健所の 20 施設について、調査又は現地確認を行いましたが、公務利用に支

障があるため、24 年度から新たに貸出対象施設となったのは４施設にとどまり、目標値に達しませ
んでした。今後は、単独公所の施設についても、貸出の可否について調査を行います。

指 標 名 単位 基準値 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

（年度）

■貸出施設件数 目 標 3 7 12 17
件 実 績 － 3 3 7

評 価 Ａ Ｄ Ｃ
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（４）公共施設の利用拡大とサービス改善の推進 一連番号 ２１

所 管 課 総務課

１ ２４年度実施計画（概要）、２４年度実績（取組結果）及び２５年度実施計画

２４年度実施計画（概要） ２４年度実績（取組結果） ２５年度実施計画

◎ 公共施設のサービス改善状況
の公表

■ 公共施設の 23 年度利用者数 ■ 公共施設の 23 年度利用者数 ■ 公共施設の 24 年度利用者数
等の実績を公表します。併せて、 等の実績及び 24 年度の利用者 等の実績を公表します。併せて、
24年度の利用者数等の目標と、 数等の目標とサービス改善のた 25年度の利用者数等の目標と、
サービス改善のために実施する めに実施する具体的な取組内容 サービス改善のために実施する
具体的な取組内容を設定し、公 を公表しました。（7月） 具体的な取組内容を設定し、公
表します。（6月） 23 年度は、東日本大震災等 表します。（6月）

の影響により、利用者数等の落
ち込みが見られた施設がある一
方で、集客力のあるイベントの
効果等により、前年度実績を上
回った施設は 37施設（50.0％）
となり、22年度より 12施設増
加しました。

■ サービス改善のための具体的 ■ 24年度は、各施設において、 ■ サービス改善のための具体的
な取組内容を着実に実施し、公 新たに次のような取組を実施し な取組内容を着実に実施し、公
共施設の利用拡大につなげま ました。（通年） 共施設の利用拡大につなげま
す。（通年） ＜取組の例＞ す。（通年）

・開館日の拡大
・接客向上研修の実施
・インターネット予約の導入
など

◎ 指定管理者制度の見直し
＜ 22年度実施済み＞ ＜ 22年度実施済み＞ ＜ 22年度実施済み＞
「指定管理者制度導入に係る基本

方針」を全部改正し、「指定管理者

制度の運用に係るガイドライン」を

策定（22年 7月）
・広告事業の導入

・利用料金制度導入施設の拡大

・原則、年度内における指定管理料

の精算を行わない旨明記 等

◎ 指定管理者制度導入施設のモ
ニタリング実施

■ 23 年度に試行した指定管理 ■ 23 年度の管理運営状況等に ■ 24 年度の管理運営状況等に
者制度導入施設の評価（指定管 ついて、「サービス向上に向け ついて、評価を実施し、公表し
理者が自己評価した結果を県が た取組の実施状況」等 4 つの ます。（通年）
2 次評価）を本格的に実施しま 観点から評価を実施しました。
す。（通年） 総合評価では、65件中 50件
モニタリング で A評価（良好な順に Aから C
指定管理者によるサービス提供の の 3段階評価）となりました。

実態や施設運営業務の履行状況を確 （通年）
認するために行う業務監視のこと。
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２ 数値目標及び実績

３ ２４年度実績の評価結果及びその理由等

評価結果 Ａ

【理由等（数値目標がある項目で、評価結果がＡ又はＢの場合を除く。）】
－

指 標 名 単位 基準値 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

（年度）

■公共施設顧客満足度 目 標 76.7 79.0 80.0 81.0 82.0
％ 実 績 （20年度） 79.8 82.8 86.0

評 価 Ａ Ａ Ａ



- 39 -

４ 県政運営の公正の確保と透明性の向上

（１）適正な公共調達を行うための取組の推進 一連番号 ２２

所 管 課 技術管理課 建設政策課

１ ２４年度実施計画（概要）、２４年度実績（取組結果）及び２５年度実施計画

２４年度実施計画（概要） ２４年度実績（取組結果） ２５年度実施計画

◎ 建設工事における総合評価落
札方式の拡大

■ 県で発注する予定価格 4 千 ■ 総合評価落札方式を引き続き ■ 県で発注する予定価格 4 千
万円以上の工事について、企業 実施し、31.3 ％の工事で実施 万円以上の工事について、施工
の技術力や創意工夫による耐久 しました。また、簡易型の総合 実績など企業の技術力等を評価
性の向上等、品質の確保が期待 評価落札方式においては、24 することにより品質の確保が期
できる工事を対象に総合評価落 年 2 月から運用した事前承認 待できる工事を対象に総合評価
札方式を引き続き試行実施しま 適用型を適用し、早期の発注や 落札方式を引き続き試行実施し
す。（通年） 事務軽減に努めました。（通年） ます。
また、事前承認適用型を活用 また、技術的工夫の大きい工

し、総合評価落札方式の拡大に 事などにおいては施工計画型や
努めます。（通年） 技術提案型の総合評価の採用に

努めます。（通年）

◎ 建設コンサルタント業務にお
ける総合評価落札方式の導入

■ 建設部及び農林水産部発注の ■ 総合評価落札方式を引き続き ■ 建設部及び農林水産部発注の
予定価格 5 百万円以上の土木 実施し、46.6 ％の建設コンサ 予定価格 5 百万円以上の土木
関係建設コンサルタントの設計 ルタント業務において実施しま 関係建設コンサルタントの設計
業務を対象とした総合評価落札 した。また、簡易型の総合評価 業務を対象とした総合評価落札
方式を引き続き試行実施しま 落札方式においては、24 年 2 方式を引き続き試行実施しま
す。（通年） 月から運用した事前承認適用型 す。（通年）
また、事前承認適用型を活用 を適用し、早期の発注や事務軽

し、総合評価落札方式の拡大に 減に努めました。（通年）
努めます。（通年）

◎ 建設工事における地域要件の
ブロック制導入

■ 予定価格 1 億円以上 3 億円 ■ 予定価格 1 億円以上 3 億円 ■ 予定価格 1 億円以上 3 億円
未満の一般土木工事の地域要件 未満の一般土木工事の地域要件 未満の一般土木工事の地域要件
は平成 24 年度も引き続き県内 は 24 年度も引き続き県内 3 ブ は 25 年度も引き続き県内 3 ブ
3ブロック（県北・中央・県南） ロック（県北・中央・県南）で ロック（県北・中央・県南）で
で実施します。（通年） 実施しました。（通年） 実施します。（通年）
建築一式工事など一般土木以 建築一式工事など一般土木以 建築一式工事など一般土木以

外の工種については、引き続き 外の工種については、引き続き 外の工種や一億円未満の一般土
検討を行います。（通年） 検討を行いました。（通年） 木工事については、25 年度入

札参加資格審査結果等を踏ま
え、適正な競争環境の整備の観
点から引き続き検討を行いま
す。（通年）
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２ 数値目標及び実績

３ ２４年度実績の評価結果及びその理由等

評価結果 Ｃ

【理由等（数値目標がある項目で、評価結果がＡ又はＢの場合を除く。）】
当初予算においては、簡易型における事前承認タイプを活用するなどして、4,000万円以上の工事、

建設コンサルタント業務ともに総合評価落札方式の適用を積極的に進めていたところです。一方、24
年度大型補正予算（25 年 3 月）の工事発注においては、年度内発注とし、早期の経済効果発現の必
要があることから、入札手続期間の短縮と事務負担の軽減のため、総合評価落札方式を適用しません
でした。これにより、工事の全体発注件数は増加しましたが、総合評価適用件数が増加せず、目標に
達しませんでした。

指 標 名 単位 基準値 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

（年度）

■総合評価落札方式適用工事割 目 標 40.0 45.0 45.0 50.0 50.0
合（4,000万円以上の工事） ％ 実 績 （21年度） 42.4 40.8 31.3

評 価 Ｄ Ｄ Ｄ

指 標 名 単位 基準値 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

（年度）

■建設コンサルタント業務の総 目 標 32.0 35.0 35.0 40.0 40.0
合評価落札方式の実施割合 ％ 実 績 （21年度） 38.3 52.3 46.6
（土木コンサルタント業務） 評 価 Ａ Ａ Ａ
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（２）職員の再就職に関する透明性の確保 一連番号 ２３

所 管 課 人事課

１ ２４年度実施計画（概要）、２４年度実績（取組結果）及び２５年度実施計画

２４年度実施計画（概要） ２４年度実績（取組結果） ２５年度実施計画

◎ 職員の営利企業への再就職制
限や退職した県職員からの働き
かけの防止

■ 職員の営利企業への再就職制 ■ 職員の営利企業への再就職制 ■ 職員の営利企業への再就職制
限や働きかけの防止等について 限や働きかけの防止等について 限や働きかけの防止等について
は、24年度退職者に対しても、 は、これまで同様、23 年度退 は、25年度退職者に対しても、
本規制の趣旨の徹底を図り、自 職者に対しても周知を図りまし 本規制の趣旨の徹底を図り、自
粛を求めていきます。（通年） た。 粛を求めていきます。（通年）
・退職時に本庁課長相当職以上 その結果、本庁課長級相当職 ・退職時に本庁課長相当職以上
の職にある職員は、退職後 2 以上の職にあった職員で、退職 の職にある職員は、退職後 2
年間は、退職前 5 年間に在 前 5 年間に在籍していた県の 年間は、退職前 5 年間に在
籍していた県の機関と密接な 機関と密接な関係にある営利企 籍していた県の機関と密接な
関係にある営利企業へ再就職 業へ再就職した者はいませんで 関係にある営利企業へ再就職
することを自粛するものとし した。 することを自粛するものとし
ます。 また、24 年度退職者に対し ます。

・退職前 5 年間に在職した県 ても本規制の趣旨の周知徹底を ・退職前 5 年間に在職した県
の機関と密接な関係にある営 図り、自粛を求めました。 の機関と密接な関係にある営
利企業へ再就職した職員は、 （通年） 利企業へ再就職した職員は、
退職後 2 年間は、県への営 退職後 2 年間は、県への営
業活動等を自粛するものとし 業活動等を自粛するものとし
ます。 ます。

・県は、当該営利企業に対して ・県は、当該営利企業に対して
も、再就職した職員であった も、再就職した職員であった
者を、退職後 2 年間は、県 者を、退職後 2 年間は、県
への営業活動等に従事させな への営利企業活動等に従事さ
いよう要請するものとしま せないよう要請するものとし
す。 ます。

◎ 出資法人等に再就職した場合
の給料及び退職金の規制

■ 出資法人等から職員の紹介依 ■ 出資法人等への再就職につい ■ 出資法人等から職員の紹介依
頼がある場合は、再就職者が再 ては、紹介依頼の際、書面の提 頼がある場合は、再就職者が再
就職後に担当する業務及び解決 出を徹底させました。（通年） 就職後に担当する業務及び解決
すべき課題（経営改善等）を明 すべき課題（経営改善等）を明
記した書面の提出を徹底させま 記した書面の提出を徹底させま
す。（通年） す。（通年）
出資法人等

県が出資する県内法人及び県が設

立する地方独立行政法人

■ 出資法人等に再就職した場合 ■ 給料の規制について、県退職 ■ 出資法人等に再就職した場合
の給料は、業務内容に応じた水 時の給料額の 3 分の 2 以下と の給料は、業務内容に応じた水
準とし、最大でも県退職時の 3 なっていることを確認しまし 準とし、最大でも県退職時の 3
分の 2 以下となるよう、引き た。（通年） 分の 2 以下となるよう、引き
続き規制を行っていきます。 続き規制を行っていきます。
（通年） （通年）
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■ 退職金及び功労金についても ■ 退職金及び功労金についても ■ 退職金及び功労金についても
一切支給しないよう出資法人等 一切支給しないよう出資法人等 一切支給しないよう出資法人等
を指導します。（通年） への指導を行いました。（通年） を指導します。（通年）

■ 再就職状況調査については、 ■ 再就職状況調査については、 ■ 再就職状況調査については、
引き続き調査基準日を 7 月 1 24 年度も調査基準日を 7 月 1 引き続き調査基準日を 7 月 1
日現在として実施し、調査結果 日現在として実施し、調査結果 日現在として実施し、調査結果
を 8月に公表します。（7月） を 8月上旬に公表しました。 を 8月に公表します。（7月）

（7月）

２ ２４年度実績の評価結果及びその理由等

評価結果 Ａ

【理由等（数値目標がある項目で、評価結果がＡ又はＢの場合を除く。）】
本庁課長級相当職以上の職にあった職員で、退職前５年間に在籍していた県の機関と密接な関係に

ある営利企業へ再就職した者がいなかったこと、及び再就職後の給料について県退職時の給料額の 3
分の 2以下であったことから、規制が守られており、Ａ評価としました。
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Ⅲ 県組織の見直しによる業務執行体制の整備

１ 職員数の見直し

（１）新たな定員適正化計画による職員数の見直し 一連番号 ２４

所 管 課 人事課

１ ２４年度実施計画（概要）、２４年度実績（取組結果）及び２５年度実施計画

２４年度実施計画（概要） ２４年度実績（取組結果） ２５年度実施計画

◎ 職員数の縮減と年齢構成の適
正化

■ 新規採用の抑制による職員数 ■ 早期退職者の欠員補充のた ■ 新規採用の抑制による職員数
の縮減を基本とし、引き続き毎 め、新規採用者数を 83 人とし の縮減を基本としますが、被災
年度の新規採用者数を 70 人程 たほか、被災地派遣職員の代替 地支援の必要性も考慮し、新規
度とします。（4月） 等のため任期付職員を 21 人採 採用者数を 70 人程度としま

用したことから知事部局の職員 す。（4月）
・知事部局の職員数 数は目標値よりも 20 人多い ・知事部局の職員数

3,457人（23年度実績） 3,404人となりました。（4月） 3,404人（24年度実績）
↓ ↓

3,384人（24年度目標） 3,340人（25年度目標）

■ 被災地への派遣職員の代替措 ■ 被災地への派遣職員の代替措 ■ 被災地への派遣職員の代替措
置など必要に応じて、退職者の 置など必要に応じて、退職者の 置など必要に応じて、退職者の
再任用や非常勤雇用を行い、県 再任用や非常勤雇用を行い、行 再任用や非常勤雇用を行い、県
職員として培った経験・能力・ 政サービスの維持・向上を図り 職員として培った経験・能力・
技術を活用することにより、円 ました。（4月） 技術を活用することにより、円
滑な行政運営を図ります。 滑な行政運営を図ります。
（4月） （4月）

・新規非常勤職員数 ・新規非常勤職員数 17人 ・新規非常勤職員数
29人（23年度） 17人（24年度）
↓ ↓
30人程度（24年度） 20人程度（25年度）

・新規再任用職員数 ・新規再任用職員数 48人 ・新規再任用職員数
29人（23年度） 48人（24年度）
↓ ↓
50人程度（24年度） 45人程度（25年度）

２ 数値目標及び実績

３ ２４年度実績の評価結果及びその理由等

評価結果 Ｂ

【理由等（数値目標がある項目で、評価結果がＡ又はＢの場合を除く。）】
－

指 標 名 単位 基準値 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

（年度）

■知事部局の職員数 目 標 3,761 3,594 3,472 3,384 3,340
（病院、県立大学、公営企業 人 実 績 （21年度） 3,572 3,457 3,404
を除く） 評 価 Ａ Ａ Ｂ
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（２）出資法人等への関与の縮小 一連番号 ２５

所 管 課 人事課

１ ２４年度実施計画（概要）、２４年度実績（取組結果）及び２５年度実施計画

２４年度実施計画（概要） ２４年度実績（取組結果） ２５年度実施計画

◎ 県からの派遣職員数の縮小
■ 派遣先団体との協議を行い、 ■ 県からの派遣職員の削減に向 ■ 派遣先団体との協議を行い、
派遣先団体でのプロパー職員の け、派遣先団体と協議を行いま 派遣先団体でのプロパー職員の
採用及び登用、業務の効率化に した。その結果、年次目標値よ 採用及び登用、業務の効率化に
よる人員削減等により、県（知 りさらに 19 人少ない 96 人の よる人員削減等により、県（知
事部局）からの派遣職員を計画 派遣としました。（4月～） 事部局）からの派遣職員を計画
的に削減します。（4月～） 的に削減します。（4月～）

◇派遣を取りやめる団体（2団体）◇派遣を取りやめた団体（2団体）◇派遣を取りやめる団体（1団体）
・地方職員共済秋田県支部 ・地方職員共済秋田県支部 ・（一社）秋田県林業コンサル
・（財）秋田県ふるさと定住機 （3人） タント
構 ・（財）秋田県ふるさと定住機

構（1人）

◇派遣を縮小する団体（5団体） ◇派遣を縮小した団体（5団体） ◇派遣を縮小する団体（4団体）
・公立大学法人秋田県立大学 ・公立大学法人秋田県立大学 ・公立大学法人秋田県立大学
・公立大学法人国際教養大学 （25人→ 22人、△ 3人） ・公立大学法人国際教養大学
・（財）秋田県体育協会 ・公立大学法人国際教養大学 ・地方独立行政法人秋田県立病
・地方独立行政法人秋田県立病 （12人→ 11人、△ 1人） 院機構
院機構 ・（財）秋田県体育協会 ・地方独立行政法人秋田県立療

・地方独立行政法人秋田県立療 （5人→ 4人、△ 1人） 育機構
育機構 ・地方独立行政法人秋田県立病

院機構
（32人→ 22人、△ 10人）

・地方独立行政法人秋田県立療
育機構

（7人→ 6人、△ 1人）

２ 数値目標及び実績

３ ２４年度実績の評価結果及びその理由等

評価結果 Ａ

【理由等（数値目標がある項目で、評価結果がＡ又はＢの場合を除く。）】
－

指 標 名 単位 基準値 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

（年度）

■県からの派遣職員数 目 標 167 141 126 115 103
人 実 績 （21年度） 145 112 96

評 価 Ｂ Ａ Ａ
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２ 知事部局の組織の再編・見直し

（１）知事公室の廃止をはじめとする本庁組織全体の再編 一連番号 ２６

所 管 課 人事課

１ ２４年度実施計画（概要）、２４年度実績（取組結果）及び２５年度実施計画

２４年度実施計画（概要） ２４年度実績（取組結果） ２５年度実施計画

◎ 簡素で効率的な県政運営体制
の確立のための再編

■ ＜ 22・23年度実施済＞ ■ ＜ 22・23年度実施済＞ ■ ＜ 22・23年度実施済＞
＜ 22年度＞
・知事公室、総務企画部及び学術国

際部を再編し、総務部及び企画振

興部を設置

・試験研究機関を学術国際部から各

事業部へ移管

・会計管財課及び公共建築物活用室

を会計課及び財産活用課に再編

＜ 23年度＞
・北海道事務所を廃止

・産業技術総合研究センターを再編

し、産業技術センターに名称変更

◎ 「ふるさと秋田元気創造プラ
ン」等の重要施策や特定課題へ
の対応のための再編

■ 「ふるさと秋田元気創造プラ ■ 観光、物産、交通、文化の振 ■ 平成 26 年に開催される「第
ン」の各戦略や地域活性化、健 興及びスポーツに関する施策を 29 回国民文化祭・あきた
康、産業振興などの喫緊の課題 一体的に推進する組織として観 2014」の推進体制の強化のた
に迅速、かつ、的確に対応する 光文化スポーツ部を設置し、県 め、観光文化スポーツ部に国民
ため、次の組織改正を行います。 外からの交流人口の増加、県産 文化祭推進局を設置します。
（4月） 品の販売促進等に取り組む体制 （4月）
・観光文化スポーツ部の設置 を整えました。（4月）
県外からの交流人口を増加さ

せるとともに県産品の販売促進 ※ 観光文化スポーツ部の組織体制

等を行い、地域の活性化を図る 観光戦略課、イメージアップ推

ため、観光、物産、交通、文化 進室、観光振興課、秋田うまい

の振興及びスポーツに関する施 もの販売課、交通政策課、文化

策を一体的に推進する組織とし 振興課、スポーツ振興課

て観光文化スポーツ部を設置し
ます。
※ 観光文化スポーツ部の組織体制

観光戦略課、イメージアップ推

進室、観光振興課、秋田うまい

もの販売課、交通政策課、文化

振興課、スポーツ振興課

２ ２４年度実績の評価結果及びその理由等

評価結果 Ａ

【理由等（数値目標がある項目で、評価結果がＡ又はＢの場合を除く。）】
24 年度実施計画に掲げた組織改正について、観光文化スポーツ部と関係各課室を設置したことか

ら、Ａ評価としました。
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（２）行政改革と行政サービス維持の両面からの地域振興局組織
の見直し 一連番号 ２７

所 管 課 人事課

１ ２４年度実施計画（概要）、２４年度実績（取組結果）及び２５年度実施計画

２４年度実施計画（概要） ２４年度実績（取組結果） ２５年度実施計画

◎ 福祉環境部の試験検査体制の
一元化
＜ 22年度実施済＞ ＜ 22年度実施済＞ ＜ 22年度実施済＞
大館、秋田及び平鹿の 3 福祉環境

部に設置していた試験検査課を廃止

し、業務を健康環境センターへ一元

化（22年 4月）
◎ 建設部の内部組織の再編
＜ 22年度実施済＞ ＜ 22年度実施済＞ ＜ 22年度実施済＞
建設部の内部組織を、企画道路課、

河川砂防課及び下水道課の 3 課か
ら、企画調査課及び工務課の 2 課へ
再編（22年 4月）
◎ 福祉環境部の健康づくり推進
チームの業務の移管
＜ 22年度実施済＞ ＜ 22年度実施済＞ ＜ 22年度実施済＞
鷹巣阿仁、秋田及び平鹿の 3 福祉

環境部の健康づくりチームを廃止

し、当該業務を福祉環境部企画福祉

課へ移管（22年 4月）

◎ 業務の集約等による組織の再
編

■ ＜ 23年度実施済＞ ■ ＜ 23年度実施済＞ ■ ＜ 23年度実施済＞
「地域振興局の組織見直しについ

て」（22 年 12 月策定）に基づき、
地域振興局の組織を再編。
（23年 4月）
・農林部の農林企画課と普及指導課
を統合し、「農業振興普及課」を
設置。

・環境・食品衛生分野における監視
業務及び土地改良区に対する検査
業務を、一部地域振興局へ集約化。

・物品調達事務を、地域振興局から
本庁へ一元化。

・横手市の産業経済部が平鹿地域振
興局庁舎へ移転し、県と同一フロ
アで業務を遂行するとともに、必
要な人員を横手市へ派遣。

■ 県税業務を地域振興局から分 ■ 県税業務を地域振興局から分 ■ ＜ 24年度実施済＞
離し、全県を所管する「総合県 離し、全県を所管する「総合県
税事務所」を設置します。 税事務所」を設置し、県税業務
（4月） を集約化しました。（4月）

２ ２４年度実績の評価結果及びその理由等

評価結果 Ａ

【理由等（数値目標がある項目で、評価結果がＡ又はＢの場合を除く。）】
24 年度実施計画に掲げたとおり、県税業務の集約化の上、総合県税事務所を設置したことから、

Ａ評価としました。
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３ 知事部局以外の機関の改革

（１）地域の実情に即した教職員の適正配置と学校組織の活力の
維持・向上 一連番号 ２８

所 管 課 教育庁総務課

１ ２４年度実施計画（概要）、２４年度実績（取組結果）及び２５年度実施計画

２４年度実施計画（概要） ２４年度実績（取組結果） ２５年度実施計画

◎ 地域の実情に即した教職員の
適正配置

■ 小 1～小 3、中 1での少人数 ■ 教職員の適正配置を行い、小 ■ これまでの取組に加え、新た
学級及び他学年での少人数授業 1 ～小 4、中 1 での少人数学級 に中 2 においても少人数学級
に加え、新たに小 4 において 及び他学年での少人数授業によ を実施することとし、引き続き
も少人数学級を実施することと り、児童生徒一人一人に応じた 教職員の適正配置を行います。
し、引き続き教職員の適正配置 きめ細かな教育活動を実施しま
を行います。 した。
・小・中：臨時講師 48名 ・小・中：臨時講師 48名 ・小・中：臨時講師 58名

非常勤講師 78名を配置 非常勤講師 73名を配置 非常勤講師 104名を配置
・高 校：非常勤講師 16名を配置 ・高 校：非常勤講師 16名を配置 ・高 校：非常勤講師 28名を配置

（他に習熟度別学習に 12名を配置） （少人数と習熟度別を事業統合）

■ 小規模小学校に、臨時講師１ ■ 小規模小学校に、臨時講師 1 ■ 引き続き小規模小学校に、臨
名を配置することで、学校の課 名を配置し、学校の課題に応じ 時講師を 1 名配置し、学校の
題に応じた学習指導体制を組織 た学習指導体制を整備するとと 課題に応じた学習指導体制の整
するとともに、小・中学校の円 もに、小・中学校の円滑な接続 備と、小・中学校の円滑な接続
滑な接続を図ります。 を図りました。 を図ります。
・6校に臨時講師 6名を配置 ・6校に臨時講師 6名を配置 ・5校に臨時講師 5名を配置

■ 引き続き退職者の補充抑制に ■ 退職者の補充抑制に努めま ■ 引き続き退職者の補充抑制に
努めます。 した。 努めます。

・23年度退職者 308名 ・24年度退職者 247名
（教諭等 241名、事務職員等 67名） （教諭等 179名、事務職員等 68名）
・24年度新規採用者 108名 ・25年度新規採用者 137名
（教諭 108名） （教諭 133名、事務職員等 4名）

■ 24 年度は 16 地区（65 校） ■ 小規模学校を対象に、地域内 ■ 25 年度は 16 地区（63 校）
で、拠点校を定めて事務職員を で拠点校を定め事務職員を集中 で、拠点校を定めて事務職員を
集中配置します。 配置しました。24年度は 16地 集中配置します。

区（65 校）で実施し、事務の
効率化と事務職員のスキルアッ
プを進めるとともに、正規職員
数の縮減を図りました。

※センター化校の事務職員等の配置 ※センター化校の事務職員等の配置 ※センター化校の事務職員等の配置

・標準配置数 65 名 ・標準配置数 65名 ・標準配置数 63名

・実配置数 36名 ・実配置数 36名 ・実配置数 35名
（別途非常勤職員 62名を配置） （別途非常勤職員 62名を配置） （別途非常勤職員 59名を配置）

■ 市町村に派遣している社会教 ■ 社会教育主事の派遣を抑制し ■ 市町村に派遣している社会教
育主事等の派遣人員を引き続き ました。派遣は、県の社会教育 育主事等の派遣人員を引き続き
抑制します。 施策に係る特定事業を実施する 抑制します。

場合に限っています。
・社会教育主事派遣：増減なし(2名) ・社会教育主事派遣：2名
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◎ 多様な人材の採用
■ 早期退職優遇制度 ■ ■

＜ 22・23年度実施済＞ ＜ 22・23年度実施済＞ ＜ 22・23年度実施済＞

■ 20 歳代、30 歳代の教員をバ ■ 選考試験の受験年齢の上限を ■ 20 歳代、30 歳代の教員をバ
ランス良く採用するため、選考 全校種 39 歳に引き上げて実施 ランス良く採用するため、引き
試験の受験年齢の上限を全校種 し、20 歳代、30 歳代の教員採 続き選考試験の受験年齢につい
39歳に引き上げます。 用のバランス化に努めました。 て検討します。

■ 小学校教諭採用試験におい ■ 小学校教諭採用試験におい ■ 小学校教諭採用試験における
て、本県一次選考を受験し一定 て、東京都との間で協調特別選 東京都との協調特別選考を継続
の成績を収めた者が東京都の二 考を実施し、本県の受験者 8 する予定です。
次選考を受験可能とするなど、 名が東京都の採用試験に合格し
東京都との間で協調特別選考を ました。
継続する予定です。 ※志願者数

・導入前（21年度実施試験）169名

・導入後（23年度実施試験）181名

（24 〃 ）227名

※ H24：受験年齢上限を引き上げ

■ 専門性に秀でた教員を採用 ■ 専門性に秀でた教員の採用を ■ 25 年度も引き続き、社会人
し、学校教育の多様性への対応 目的に、社会人特別選考を実施 特別選考の実施を検討します。
と充実を図るため、社会人特別 し、学校教育の多様性への対応
選考の実施を検討します。 と充実を図りました。

・高校：外国語 合格者なし

・高校：保健体育 合格者１名

◎ 副校長の設置の検討
■ 副校長の設置について引き続 ■ 25 年度から副校長を県立学 ■ 県立高校 7 校、特別支援学
き検討を進め、24 年度中にそ 校に設置することにし、関係条 校 4校に副校長を配置します。
の方向を決定します。 例及び規則を改正しました。ま 小・中学校への教頭の複数配
また、大規模な小・中学校に た、大規模な小学校 4 校・中 置について、小中一貫教育校 1

教頭を複数配置するモデル校を 学校 1校に複数教頭を配置し、 校を加え 6校に配置します。
実施します。 学校のマネジメント体制の強化

を図りました。

■ 教育専門監の認定者の拡充を ■ 地域の教育環境や必要性を踏 ■ 小中学校でこれまで配置して
図り、その一層の活用を図りま まえ、小中学校に 28 名、県立 いなかった大館市・北秋田市に
す。 学校に 28 名、計 56 名を配置 教育専門監を配置します。
・24年度の認定状況：56名 し、児童生徒の学習意欲の向上 特別支援学校では、配置校を
教育専門監 や教員の指導力向上につなげま 4校から 6校に増やします。
教科指導、部活動指導、特別支援 した。 ・25年度認定状況：58名

教育など特定の教育分野に関し卓越

した力を有すると認定された教員。

◎ 民間活力を活用した教育環
境の向上

■ 特別非常勤講師制度及び特別 ■ 特別非常勤講師制度及び特別 ■ 特別非常勤講師制度及び特別
免許状制度の活用により、引き 免許状制度の活用により、優れ 免許状制度の活用により、引き
続き社会人の教育活動への活用 た知識や技能・技術を持った社 続き社会人の教育活動への活用
を図ります。 会人の教育活動への活用を図り を図ります。

ました。
・特別非常勤講師制度による社会人

活用状況：高校 58名
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■ 理数系教科の指導に優れた ■ 理数系教科の指導に優れた ■ 思考力養成セミナーや教員
予備校講師を学校等に派遣す 予備校講師を招聘してセミナ 派遣研修を継続して実施するほ
るなど、外部の学習指導のノ ーを開催するなど、外部の学 か、進学コース別ハイレベル講
ウハウを導入する様々な取組 習指導のノウハウを導入する 座を 2コースで実施するなど、
を引き続き実施します。 様々な取組を引き続き実施し、 引き続き外部人材の活用を図り

教員の指導力向上と生徒の学 ます。
力向上を図りました。
・英語・数学・理科思考力養成セミ

ナー：83名参加(H24.8)
・予備校等への教員の派遣研修：71
名参加(通年)

・夏季・冬季合宿セミナー：214 名
参加(H24.7)

・メディカルキャンプセミナー：27
名参加(H24.8)

・進学コース別ハイレベル講座：

348 名参加(H24.9～ 12)

２ 数値目標及び実績

３ ２４年度実績の評価結果及びその理由等

評価結果 B

【理由等（数値目標がある項目で、評価結果がＡ又はＢの場合を除く。）】
－

指 標 名 単位 基準値 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

（年度）

■教職員定数 目 標 10,519 10,352 10,176 10,004 9,857
人 実 績 （21年度） 10,386 10,268 10,089

評 価 Ｃ Ｃ Ｂ
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（２）県立高等学校の統合 一連番号 ２９

所 管 課 教育庁高校教育課

１ ２４年度実施計画（概要）、２４年度実績（取組結果）及び２５年度実施計画

２４年度実施計画（概要） ２４年度実績（取組結果） ２５年度実施計画

◎ 北秋田地区統合校の設置
■ ＜ 23年度実施済＞ ■ ＜ 23年度実施済＞ ■ ＜ 23年度実施済＞
鷹巣高校、鷹巣農林高校、米内沢

高校及び北秋田市立合川高校を統合

し、秋田北鷹高等学校として開校

（23年 4月）

◎ 湯沢地区統合校の設置
■ 湯沢翔北高等学校に、専攻科 ■ 2 つの専攻科（2 年課程）を ■ ＜ 24年度実施済＞
（2 年課程）として介護福祉科 開科し、地域社会で必要となる
（定員 20名）と生産技術科（定 産業や福祉人材を育成する体制
員 10 名）の 2 つの学科を設置 を整備しました。（4月）
します。（4月） 介護福祉科（定員 20名）

生産技術科（定員 10名）

※専攻科

高校卒業後さらに専門的な知識

・技術を身に付けるための教育機

関。

県内ではほかに、男鹿海洋高校

に機関専攻科が設置されていま

す。

◎ 能代地区統合校の設置
■ 25 年 4 月開校に向け、引き ■ 25 年 4 月開校に向け、引き ■ 「秋田県立能代松陽高等学校」
続き校舎建築工事を実施しま 続き校舎建築工事を実施しまし が開校します。（4月）
す。（通年） た。（通年） ・校名

また、統合高校の名称、校章、 統合高校の名称、校章、校歌 秋田県立能代松陽高等学校

校歌を制定するとともに、統合 を制定し、ソフト面の準備作業 ・基本理念

に向けてソフト面の準備作業を を進めました。（通年） 「グローバルな視野で未来を切

進めます。（通年） り拓く力を持つ人間の育成」



- 51 -

・統合対象校

能代北高校、能代市立能代商業

高校

・設置場所

能代市立能代商業高校敷地

・設置学科（1 学年あたり学級数）
普通科（3学級）
国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ科（1学級）
情報ビジネス科（2学級）

２ ２４年度実績の評価結果及びその理由等

評価結果 A

【理由等（数値目標がある項目で、評価結果がＡ又はＢの場合を除く。）】
湯沢翔北高等学校に専攻科が予定どおり 24年 4月に開科しました。能代地区統合校についても、25

年 4月の開校に向けて、準備が順調に進んでいることから、Ａ評価としました。



- 52 -

（３）警察本部の改革 一連番号 ３０

所 管 課 警察本部警務課

１ ２４年度実施計画（概要）、２４年度実績（取組結果）及び２５年度実施計画

２４年度実施計画（概要） ２４年度実績（取組結果） ２５年度実施計画

◎ 定年退職警察官の再任用
■ 24 年度末定年退職予定者に ■ 24 年度末に定年退職予定で ■ 25 年度末定年退職予定者に
対し、再任用希望調査を実施し、 ある警察官 50 人及び一般職員 対し、再任用希望調査を実施し、
適性等を調査した上で、後継者 6 人に対し、再任用希望調査を 適性等を調査した上で、後継者
育成に適する 25 年度の再任用 実施し、適性を調査した上で、 育成に適する 26 年度の再任用
者を選考します。 後継者育成に適すると認められ 者を選考します。

た者 41 人を再任用選考しまし ・再任用希望状況の把握(4月)
・再任用希望状況の把握（4月） た。 ・再任用計画の策定（5月）
・再任用計画の策定（5月） ・再任用希望状況の把握(4月) ・事前調査（9月～ 12月）
・事前調査（9月～ 12月） ・再任用計画の策定（5月） ・再任用（平成 26年 4月）
・再任用（平成 25年 4月） ・事前調査（9月～ 12月）

・再任用（平成 25年 4月）
（参考：

24年度の再任用数 44人）

◎ 事務の効率化等による一般職
員数の縮減

■ 更なる一般職員数の縮減にか ■ 事務の効率化を踏まえ、一般 ■ 一般職員数の縮減に係る目標
かる目標値を見据え、採用、再 職員の各種業務のうち、非常勤 値を見据え、引き続き、採用、
任用及び非常勤職員等の適正管 職員が行うことができる業務を 再任用及び非常勤職員等の適正
理に努めます。（1月～ 2月） 検討し、事務の合理化を検討し 管理に努めます。（1月～ 2月）

ました。
■ 一般職員数の縮減に係る目標
値を見据え、採用、再任用及び
非常勤職員等の適正管理に努め
ました。（１月～２月）

２ 数値目標及び実績

３ ２４年度実績の評価結果及びその理由等

評価結果 Ａ

【理由等（数値目標がある項目で、評価結果がＡ又はＢの場合を除く。）】
－

指 標 名 単位 基準値 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

（年度）

■一般職員数 目 標 380 378 375 372 370
人 実 績 （21年度） 371 370 372

評 価 Ａ Ａ Ａ
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（４）行政委員会委員報酬のあり方の検討（２２年度完了） 一連番号 ３１

所 管 課 人事課

実績（取組結果）

実績（取組結果）

◎ 委員会活動の実態の把握
■ 各委員会の業務内容・権限、活動実績（19 年度～ 21 年度）、報酬のあり方に係る考え等について、
全委員会に対し調査を実施し、集計・分析を行いました。（22年 4月）

◎ 各委員会との意見交換の実施
■ 地方自治法の規定、委員報酬にかかる判例、他県における見直し状況等を踏まえ、委員報酬のあり
方、見直しの方向性について各委員会の委員長等と意見交換を行いました。（22年 5月～ 7月）

◎ 報酬のあり方の検討、必要な見直し
■ 委員としての活動実態をより適切に反映した報酬となるよう、教育委員会及び公安委員会を除き、
月額の報酬水準を現行の 3 分の 1 程度に引き下げた上で、勤務日数に応じて日額の報酬を加算して
支給することとする条例改正を行い、22年 11月 1日から施行しました。
なお、教育委員会及び公安委員会については、組織管理に伴う日常的な活動実態を考慮し、月額制

を維持することとしました。

３ ２４年度実績の評価結果及びその理由等

評価結果 完了

【理由等（数値目標がある項目で、評価結果がＡ又はＢの場合を除く。）】
－
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（５）議会事務局サポート機能の強化
一連番号 ３２

所 管 課 議会事務局総務課

１ ２４年度実施計画（概要）、２４年度実績（取組結果）及び２５年度実施計画

２４年度実施計画（概要） ２４年度実績（取組結果） ２５年度実施計画

◎ 諸改革の検討のサポート
■ 23 年度中に国会等に提出し ■ 23 年度中に国会等に提出し ■ 24 年度中に国会等に提出し
た意見書のフォローアップにつ た 29 件の意見書について、国 た意見書のフォローアップにつ
いて、取りまとめた報告書を作 等の措置状況等をとりまとめた いて、取りまとめた報告書を作
成し、議員に配布します。 報告書を作成し、議員に配付し 成し、議員に配付します。
（9月） ました。（9月） （9月）

■ 「議会運営委員会議会改革に ■ ＜ 23年度までに実施済＞ ■ ＜ 23年度までに実施済＞
関する小委員会」における調査
・検討のサポート
＜ 23年度までに実施済＞
・定例会の会期のあり方

定例会 2回制の実施
（23年 6月議会で条例改正）
・議決事件の拡大

県の基本構想等は議決事件としな

いことに決定

（23年 12月、議会運営委員会）
・予算の審査方法

予算に関連する部局長説明を各分

科会審査前に全議員に対し説明す

る方式に変更

（23年 5月、議会運営委員会）
■ 議会運営委員会による議会改 ■ 議員定数の見直しに係る調査
革の 24年度実績 等を引き続き実施します。
・応招旅費の宿泊料 （4月～）

平成 24 年 8 月 1 日から応
招旅費に係る宿泊料は 7,500
円（朝食含む）を上限とし実
費支給することに決定しまし
た。

・議員報酬の見直し
報酬月額の 5 ％減額を今

任期である平成 27年 4月 29
日まで延長することに決定し
ました。

（条例附則での改正）
・議員定数の見直し

平成 25 年 3 月 7 日開催の
議会運営委員会において、議
員定数の見直しを行うことと
し、定数は今任期中に結論を
出すことに決定しました。

■ 議員会館の主要機械設備の耐 ■ 平成 24年 4月 24日～ 26日 ■ 引き続き、議員会館に代わる
用年数が 27 年度までとなって に実施した、議会運営委員会県 執務室の設置に向けて調査・検
おり、その後大規模修繕は行わ 外調査の際に、議員会館の在り 討を進めます。（4月～）
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ず廃止することとしているた 方を検討中の京都府と愛知県の
め、引き続き、議員会館に代わ 実情を調査しました。
る執務室の設置に向けて調査を その後、平成 24 年 5 月 11
進めます。（4月～） 日の議会運営委員会において、

平成 27 年 3 月末をもって議
＜県外調査＞ 員会館の宿泊機能を廃止するこ
・京都府、愛知県 ととしました。

２ ２４年度実績の評価結果及びその理由等

評価結果 Ａ

【理由等（数値目標がある項目で、評価結果がＡ又はＢの場合を除く。）】
実施計画の２項目について計画どおり実施したことから、Ａ評価としました。
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４ 地方独立行政法人の経営改善

（１）秋田県立医療療育センターを運営する新たな地方独立行政
法人の設立（２２年度完了） 一連番号 ３３

所 管 課 障害福祉課

実績（取組結果）

実績（取組結果）

◎ 地方独立行政法人秋田県立療育機構の設立
■ 太平療育園と小児療育センターを再編統合し、地方独立行政法人秋田県立療育機構を設立しました。

（22年 4月）

３ ２４年度実績の評価結果及びその理由等

評価結果 完了

【理由等（数値目標がある項目で、評価結果がＡ又はＢの場合を除く。）】
－
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（２）地方独立行政法人の経営改善に向けた取組の推進 一連番号 ３４

所 管 課 学術振興課 医務薬事課

１ ２４年度実施計画（概要）、２４年度実績（取組結果）及び２５年度実施計画

２４年度実施計画（概要） ２４年度実績（取組結果） ２５年度実施計画

◎ 県派遣職員の縮減（公立大学
法人）

■ 公立大学法人秋田県立大学へ ■ 公立大学法人秋田県立大学の ■ 公立大学法人秋田県立大学へ
の派遣職員を前年度比 3人（25 派遣職員を前年度比 3 人（25 の派遣職員を前年度比 4人（22
人→ 22 人）、公立大学法人国 人→ 22 人）、公立大学法人国 人→ 18 人）、公立大学法人国
際教養大学への派遣職員同 1 際教養大学への派遣職員同 1 際教養大学への派遣職員同 1
人（12人→ 11人）減らします。 人（12人→ 11人）減らしまし 人（11人→ 10人）減らします。
（4月） た。（4月） （4月）

◎ 効率的な運営体制の構築（県
立病院機構） ■ 両センターの給与等の予算 ■ 脳研及びリハセンの業務の

■ より効率的な体制を構築す ・経理事務や財務諸表等の作成 整理統合に向けて、引き続き
るため、脳研及びリハセンの 業務の一部について事務の集中 個別業務の見直しを行うとと
共通業務の取扱方法の統一化 化を図りました。また、脳研、 もに、事務部門の組織体制に
を進めるとともに、業務の整 リハセン及び本部の事務部門職 ついて方向性を取りまとめま
理統合に向けて、引き続き個 員による定期的な会議を 6 回 す。（通年）
別業務の見直しを行います。 開催し、契約、労務管理等の事
（通年） 務処理方法の統一化や認識の共

有化を図り、業務の見直しを行
いました。（通年）

◎ 事務部門の職員の確保・育
成（県立病院機構）

■ 経営の中核となる職員を確 ■ 職務経験者として専門性の ■ 職務経験者として専門性の高
保するため職務経験者採用を 高い事務職員 3 名を採用しま い事務職員 2名を採用します。
行います。（5月公募） した。（通年） （4月）

■ 事務職員の専門性向上を図 ■ 診療報酬事務、病院経営、 ■ 事務職員の専門性向上を図
るため、引き続き講習会等へ 給与事務等に関する各種講習会 るため引き続き講習会等の受講
の受講を勧めるほか、職場で 等に延べ約 70 名参加したほ を進めるほか、アンケートに基
の実務を通じて行う教育訓練 か、特に新規採用職員について づく、実践的な教育訓練を実施
を実施します。（通年） は病棟現場研修、先輩職員等に します。（通年）

よる実務を通しての実践的な教
育訓練を実施しました。（通年）

◎ 収入の確保、費用の節減（県
立病院機構）

■ クレジット払いを含めた多 ■ クレジットカード支払など ■ クレジット払いを含めた多
様な納入方法により未収金発 による患者の利便性向上等によ 様な納入方法により未収金発
生の防止と早期回収に努める り、未収金発生の未然防止に努 生の防止と早期回収に努める
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とともに、法的措置等により めました。また、未収金の回 とともに、法的措置等により
時効中断、回収強化を図りま 収に係る法的措置として、支 時効中断、回収強化を図りま
す。（通年） 払督促の申立て（3件）を行い す。（通年）

ました。（11月）

■ 物流管理システムによる医 ■ 医薬品等について採用医薬 ■ 脳ドックの利用拡大を図り、
薬品等の適正な在庫管理、脳 品や定数の見直しを行い、適正 収入の確保に努めます。（通年）
研とリハセンによる消耗品の な在庫管理に努めたほか、消耗
共同購入（66 品目予定）等に 品について、62 品目を両セン
より、医業費用等の節減に努 ターで共同購入しました。
めます。（通年） （通年）

■ 業務委託について複数年契 ■ 新たにリハセンの中央監視 ■ 業務委託における複数年契
約を締結するなど、費用の節 業務、警備等業務、清掃業務等 約の導入、競争原理の徹底等
減に努めます。（通年） の委託について複数年契約によ の多様な契約手法を活用し、
・中央監視業務 る業務を実施しました。 費用の節減に努めます。（通年）
・警備等業務 （通年）
・清掃業務

２ 数値目標及び実績

３ ２４年度実績の評価結果及びその理由等

評価結果 Ｃ

【理由等（数値目標がある項目で、評価結果がＡ又はＢの場合を除く。）】
公立大学法人への県からの職員派遣については計画どおり縮減を行いましたが、県立病院機構につ

いては、収入確保や経費節減に努めたものの、医療サービス提供体制の強化のための職員増員配置や
設備投資等の費用の増大により、目標の経常収支比率を達成できませんでした。
県立病院機構の安定的な経営基盤の確立に向け、秋田県地方独立行政法人評価委員会の評価結果や

意見を参考にしながら、収入確保や経費削減対策に引き続き取り組みます。

指 標 名 単位 基準値 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

（年度）

■経常収支比率 目 標 97.5 100.4 101.6 101.0 100.9
（県立病院機構） ％ 実 績 （21年度） 100.8 99.6 97.1

評 価 Ａ Ｃ Ｄ

※ 経常収支比率：経常費用に対する経常収益の割合。

経常収益（医業収益＋医業外収益）÷経常費用（医業費用＋医業外費用）

指 標 名 単位 基準値 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

（年度）

■県からの派遣職員数 目 標 54 45 37 33 28
（公立大学２法人計） 人 実 績 （21年度） 45 37 33

評 価 Ａ Ａ Ａ
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Ⅳ 選択と集中による財政運営の推進

１ 秋田の発展につながる政策経費の確保

（１）既存事業の抜本的な見直しによる重点施策への配分額の
確保 一連番号 ３５

所 管 課 財政課

１ ２４年度実施計画（概要）、２４年度実績（取組結果）及び２５年度実施計画

２４年度実施計画（概要） ２４年度実績（取組結果） ２５年度実施計画

◎ 重点施策への積極的な予算配
分

■ 本県が東北の復興に向けて担 ■ 本県が東北の復興に向けて担 ■ 現下の経済情勢を踏まえた
うべき役割を果たすとともに、 うべき役割を果たすとともに、 「経済・雇用対策」を進めると
将来に向けて発展していくた 将来に向けて発展していくた ともに、最終年度を迎える「ふ
め、重点施策について前年度以 め、重点施策について前年度以 るさと秋田元気創造プラン」の
上の予算を確保します。 上の予算を確保しました。 取組を積極的に推進します。

【重点施策】
当初予算 729億円
（前年度 689億円）

【内訳】
①秋田の成長に向けた取組の加
速化(169億円)

②安全・安心の確保と脱少子化
の取組(132億円)

③観光、文化、スポーツによる
秋田の元気創出(35億円)

④経済・雇用対策(291億円)
⑤次代を担う人材育成のための
教育環境の整備(73億円)

⑥市町村、民間等との協働によ
る地域活性化(29億円)

■ 事業の「選択と集中」の徹底 ■ 事業の「選択と集中」の徹底 ■ 25 年度当初予算は、知事改
を図ることにより、政策予算に を図ることにより、政策予算に 選期であることから、骨格予算
対する重点施策の割合を拡大し 対する重点施策の割合を拡大し としており、予算編成にあたり
ます。 ました。 重点施策分野を設けていません

当初予算 24.4％ が、知事選後の新たな取組を含
(前年度 23.2％) め、６月補正後の政策予算につ

いて、前年度程度を確保します。
政策予算 2,985億円
重点施策 729億円

■ 各事業について、各部局が主 ■ 各事業について、必要性、緊 ■ 各事業について、各部局が主
体的に見直し（一次見直し）を 急性、効率性の観点から各部局 体的に見直し（一次見直し）を
行うとともに、予算編成を通じ が主体的に見直しを行ったほ 行うとともに、予算編成を通じ
て総務部による精査を行いま か、予算編成を通じて総務部に て総務部による精査を行いま
す。（10月～ 1月） よる精査を行いました。 す。（10月～ 1月）

（10月～ 1月）
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■ 当初予算においては、既存事 ■ 当初予算においては、既存事 ■ 既存事業について一定の縮減
業の見直しにより、一般財源ベ 業の見直しにより、一般財源ベ を図るとともに、新たな視点で
ースで経常経費 5 億円、政策 ースで経常経費 6 億円、政策 制度を見直すなどにより、一般
経費 60 億円を縮減し、新規・ 経費 50 億円を縮減し、新規・ 財源ベースで新規・拡充事業分
拡充事業分として 60億円以上 拡充事業分として 55 億円を確 として 80 億円程度を確保しま
を確保します。 保しました。 す。

２ 数値目標及び実績

３ ２４年度実績の評価結果及びその理由等

評価結果 Ａ

【理由等（数値目標がある項目で、評価結果がＡ又はＢの場合を除く。）】
－

指 標 名 単位 基準値 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

（年度）

■政策予算総額（当初予算）に 目 標 17.2 21.7 23.0 24.0 25.0
占める重点施策事業の割合 ％ 実 績 （21年度） 21.7 23.2 24.4

評 価 Ａ Ａ Ａ
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（２）市町村等の自主性を活かした事業への財政支援 一連番号 ３６

所 管 課 少子化対策局 財政課 活力ある農村集落づくり支援室

１ ２４年度実施計画（概要）、２４年度実績（取組結果）及び２５年度実施計画

２４年度実施計画（概要） ２４年度実績（取組結果） ２５年度実施計画

◎ 市町村少子化対策包括交付金
制度の創設等

■ 市町村がそれぞれの現状と課 ■ 全市町村に総額 3 億円を交 ■ 市町村が地域の実情に応じ、
題に即した独自の少子化対策を 付し、地域の実情に応じた 133 出会い・結婚支援や生み育てや
実施できるよう、全市町村に対 事業が全県で実施されました。 すい環境づくりの分野における
して「市町村少子化対策包括交 （通年） 少子化対策の事業を行うことが
付金」を引き続き交付し、市町 また、22 年度に開始した交 できるよう、全市町村に対して
村の取組を支援するとともに、 付金事業が 3 年目で終了を迎 「秋田県市町村子どもの国づく
地域における交付金事業の効果 えることから、事業の実施状況、 り交付金」を交付し、引き続き
等について検証を行います。 成果・課題を検証するととも 市町村の取組の支援をしていき
（通年） に、25 年度以降の支援のあり ます。（通年）

方について検討した結果、市町
村が地域の実情に応じたきめ細
かな少子化対策を推進できるよ
う支援を継続することとしまし
た。（3月）

◎ 元気なムラづくり"チャレン
ジ"支援事業の実施
＜ 22年度実施済＞ ＜ 22年度実施済＞ ＜ 22年度実施済＞

２ 数値目標及び実績

３ ２４年度実績の評価結果及びその理由等

評価結果 Ａ

【理由等（数値目標がある項目で、評価結果がＡ又はＢの場合を除く。）】
－

指 標 名 単位 基準値 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

（年度）

■関連予算額 目 標 3 3 3 3
（3） （6） （9） （12）

億円 実 績 － 3 3 3
（3） （6） （9）

評 価 Ａ Ａ Ａ

※ 累計評価。かっこ書きは累計値。

指 標 名 単位 基準値 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

（年度）

■高齢化等集落の活力向上対策 市町 目 標 10 25 － － －

等に取り組む市町村数 村 実 績 （21年度） 25 － － －

評 価 Ａ － － －
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２ 歳出の見直し

（１）人件費の縮減 一連番号 ３７

所 管 課 財政課 人事課

１ ２４年度実施計画（概要）、２４年度実績（取組結果）及び２５年度実施計画

２４年度実施計画（概要） ２４年度実績（取組結果） ２５年度実施計画

◎ 職員数の見直しによる総人件
費の縮減

■ 変動する行政需要等を考慮し ■ 変動する行政需要等を考慮し ■ 変動する行政需要等を考慮し
ながら職員数の適正化を図り、 ながら職員数の適正化を図り、 ながら職員数の適正化を図り、
総人件費の一層の縮減に取り組 総人件費の一層の縮減に取り組 総人件費の一層の縮減に取り組
みます。 みました。 みます。

また、行革とは別に、経済・ また、行革とは別に、経済・
雇用対策に活用するための臨時 雇用対策に活用するための臨時
的な給与減額を 11 月から実施 的な給与減額を引き続き実施し
しました。 ます。
・総人件費 △ 62億円 ・総人件費

23年度実績 1,518億円 25年度当初 1,453億円
24年度実績 1,456億円

【内訳】
給 料 △ 19億円
職員手当 △ 2億円
共 済 費 △ 15億円
退職手当 △ 26億円

※上記縮減額のうち、臨時的な
給与減額分 △ 8億円

◎ 各種手当等の見直し
■ 農林漁業普及指導手当等につ ■ 職員給料の減額措置を実施し ■ 職員給料の減額措置の状況等
いて、業務の実態調査に基づき、 たことなどの事情により、手当 を勘案しながら、農林漁業普及
必要に応じて支給水準の見直し 等の見直しについては、実質的 指導手当等について、業務の実
を行います。（4月～） な作業に着手することができま 態調査に基づき、必要に応じて

せんでした。 支給水準の見直しを行います。
（4月～）

■ 管理職手当の見直し
＜ 22年度実施済＞ ＜ 22年度実施済＞ ＜ 22年度実施済＞
地方機関の班長等を支給対象から

除外するとともに、支給額を平均で

約 12％引下げ。（22年 4月）
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２ 数値目標及び実績

３ ２４年度実績の評価結果及びその理由等

評価結果 Ａ

【理由等（数値目標がある項目で、評価結果がＡ又はＢの場合を除く。）】
－

指 標 名 単位 基準値 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

（年度）

■総人件費 目 標 1,544 1,535 1,496 1,477 1,466
億円 実 績 （20年度） 1,523 1,518 1,456

評 価 Ａ C Ａ
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（２）県単独補助金の見直し 一連番号 ３８

所 管 課 財政課

１ ２４年度実施計画（概要）、２４年度実績（取組結果）及び２５年度実施計画

２４年度実施計画（概要） ２４年度実績（取組結果） ２５年度実施計画

◎ 県単独補助金の見直し
■ 県単独補助金の対象の重点 ■ ニーズの再検討や対象の重点 ■ 県単独補助金の対象の重点
化、事務事業の見直し等を通じ 化、事務事業の見直し等を通じ 化、事務事業の見直し等を通じ
て、その縮減を図ります。 て、県単独補助金の縮減を図り て、その縮減を図ります。

ました。
・県単独補助金の縮減額（当初）

△ 44億円
【内訳】
○社会ニーズの変化等から廃止

(△ 8億円)
○社会ニーズの変化等から縮減

(△ 2億円)
○対象を重点化することにより
縮減

(△ 1億円)
○効率的な事業執行の観点等か
らの縮減、自然減

(△ 33億円)

■ 増額・新設が必要なものにつ ■ 増額・新設が必要なものにつ ■ 増額・新設が必要なものにつ
いては、積極的に対応します。 いては、積極的に対応しました。 いては、積極的に対応します。

・県単独補助金の増額・新設
（当初） 39億円

【内訳】
○県民ニーズ等に対応した増額

(21億円)
・県制度資金保証料補助金
・福祉医療費補助金(乳幼児
・小学生分）

○県民ニーズ等に対応した新設
(18億円)

・次世代自動車参入促進技術
開発事業費補助金

・新エネルギー関連製品開発
事業補助金

■ 団体運営費に対する補助金等 ■ 団体運営費に対する補助金等 ■ 団体運営費に対する補助金等
の見直しに当たっては、所管部 の見直しに当たっては、所管部 の見直しに当たっては、所管部
局を通じて十分な説明・協議を 局を通じて十分な説明・協議を 局を通じて十分な説明・協議を
行いながら実施します。 行いながら実施しました。 行いながら実施します。



- 65 -

２ 数値目標及び実績

３ ２４年度実績の評価結果及びその理由等

評価結果 Ａ

【理由等（数値目標がある項目で、評価結果がＡ又はＢの場合を除く。）】
－

指 標 名 単位 基準値 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

（年度）

■補助金の縮減額 目 標 △ 33 △ 10 △ 10 △ 10
（新規・拡充分を除く） △ 51 （△ 33） （△ 43） （△ 53） （△ 63）

億円 実 績 （21年度） △ 33 △ 50 △ 44
（△ 33） （△ 83） （△ 127）

評 価 Ａ Ａ Ａ

※ 累計評価。かっこ書きは累計値。



- 66 -

（３）公共投資の重点化及びコスト削減 一連番号 ３９

所 管 課 財政課 総合政策課 技術管理課

１ ２４年度実施計画（概要）、２４年度実績（取組結果）及び２５年度実施計画

２４年度実施計画（概要） ２４年度実績（取組結果） ２５年度実施計画

◎ 投資事業の重点化と縮減
■ 当初予算においては、「選択 ■ 当初予算においては、「選択 ■ 25 年度においては、中核的
と集中」、「費用対効果」の観点 と集中」、「費用対効果」の観点 な医療機関や老人福祉施設の整
から、投資事業の重点化を図り から、投資事業の重点化を図り 備、国と歩調を合わせた経済対
ます。 ました。 策に伴う公共事業の増等によ

・投資事業（当初）865億円 り、肉付け予算となる６月補正
（前年度比 △ 6億円） 後の実質的な投資事業費を、昨

年度と比べて増額します。

■ 公共事業については、投資事 ■ 公共事業については、農林関 ■ 公共事業については、国の予
業の縮減を図りつつ、国の予算 係国庫補助事業の増や、県内経 算措置状況や県内経済情勢等を
措置の状況や県内経済情勢等を 済情勢等を踏まえた県単独公共 踏まえ、防災・減災対策や施設
踏まえ、必要に応じて一定量の 事業の増等により、当初予算に の長寿命化・維持修繕等を前倒
県単独事業を確保するなど、機 おいて前年度比＋ 4.2 ％の事業 しで実施するなど、必要な事業
動的かつ弾力的な対応に努めま 量を確保しました。 量の確保に努めます。
す。 ・公共事業（当初）588億円

（前年度比 ＋ 24億円）

◎ 国直轄事業負担金に係る国へ
の要望

■ 国の直轄事業負担金の制度改 ■ 国の直轄事業負担金の制度改 ■ 国の直轄事業負担金の制度改
革の着実な推進や地方への配慮 革の確実な推進と併せ、社会資 革の確実な推進と併せ、社会資
について、確実に進めるよう国 本整備の着実な実施への配慮に 本整備の着実な実施への配慮に
に要望します。（通年） ついて、全国知事会を通じて国 ついて、知事会を通じて国に要

に要望しました。 望します。（通年）
うち、維持管理費負担金につ

いては平成 23 年度から廃止さ
れています。（通年）

◎ 「設計 VE」の推進
■ 設計 VE の実施手法につい ■ 設計 VEの実施においては、 ■ 簡略化した設計 VEを含め、
て、平成 23 年度に引き続き検 資料整理、ワークショップの開 25 年度においても引き続き設
討を行い、課題を整理し、方針 催、結果の整理など担当職員の 計 VEを実施し、設計の最適化
を定めたうえで、対象業務を選 負担が大きいことから、打合せ ・コスト縮減等の検討を行いま
定し、設計 VEを実施します。 に担当外の職員が任意に参加で す。（通年）
（4月～） きるような形式で設計の最適化
設計VE（Value Engineering） ・コスト縮減等の検討を行い、
「気づきにくい改善余地を効率的 簡略化した設計 VEを実施しま

に見つけ、改善する技術」で、6～ 8 した。
人のワークショップ形式で設計の最 また、設計 VEに関する研修
適化を検討すること。コスト縮減の を実施し、設計 VE技法の習得
ほか、参加者の意識改革の効果があ を図りました。（通年）
る。

◎ 「長寿命化施策」の推進
長寿命化施策

既存施設の延命化とライフサイク
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ルコストの低減を図るため、橋梁や

舗装等の維持修繕を計画的かつ効果

的に実施する。

■ 平成 24年度は、5処理区（臨 ■ 流域下水道施設について、24 ■ ＜ 24年度に実施済＞
海処理区、大曲処理区、横手処 年度は臨海処理区の施設状況調
理区、大館処理区、鹿角処理区） 査を行い、これにより 5 処理
について、施設の状況調査の結 区全ての施設状況調査が完了し
果を踏まえ、長寿命化計画を策 ました。この結果を踏まえて流
定します。（通年） 域下水道施設の長寿命化計画の

策定を完了しました。（3月）

■ 河川 5 施設について、計画 ■ 樋門・樋管施設について、長 ■ 樋門・樋管施設については、
的な修繕・改築・設備更新等を 寿命化計画策定に向け施設点検 長寿命化計画策定に向け、24
行うため、引き続き順次、施設 を 24 年度から実施していま 年度に引き続き施設点検を実施
の状況調査を実施します。 す。 します。（通年）
（通年） また、砂防ダム、急傾斜防止 また、砂防ダム、急傾斜防止
なお、前年度の調査結果に基 施設、地すべり施設、ダムの 4 施設、地すべり施設、ダムの 4

づき、必要な補修等の対策を行 施設については、昨年度に引き 施設については、昨年度に引き
う予定です。 続き、優先順位の高いものから 続き、優先順位の高いものから

施設点検を実施しました。 施設点検を実施する予定です。
（通年） この点検結果に基づき、翌年度

に必要な補修等の対策を行う予
定です。（通年）

２ 数値目標及び実績

３ ２４年度実績の評価結果及びその理由等

評価結果 Ａ

【理由等（数値目標がある項目で、評価結果がＡ又はＢの場合を除く。）】
－

指 標 名 単位 基準値 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

（年度）

■投資事業費（当初予算） 目 標 1,139 999 954 902 893
億円 実 績 （21年度） 999 871 865

評 価 Ａ Ａ Ａ
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（４）事務費、施設運営費等の経常的経費の縮減 一連番号 ４０

所 管 課 財政課 財産活用課

１ ２４年度実施計画（概要）、２４年度実績（取組結果）及び２５年度実施計画

２４年度実施計画（概要） ２４年度実績（取組結果） ２５年度実施計画

◎ 経常的経費の縮減
■ 裁量的な経常経費について ■ 裁量的な経常経費について ■ 裁量的な経常経費について
は、前年度当初予算（一般財源 は、前年度当初予算（一般財源 は、前年度当初予算（一般財源
ベース）の原則 5 ％縮減を予 ベース）の原則 5 ％縮減を予 ベース）の原則 5 ％縮減を予
算調整基準として設定し、既存 算調整基準として設定し、既存 算調整基準として設定し、既存
事業の見直しにより 5 億円の 事業の見直しにより 6 億円の 事業の見直しにより 4 億円の
縮減を図ります。 縮減を図りました。 縮減を図ります。

◎ エネルギー使用量の適正化
■ 全施設の 23 年度エネルギー ■ 23 年度全県有施設のエネル ■ 24 年度全県有施設のエネル
使用状況の実績値を調査しま ギー使用状況調査を実施し、省 ギー使用状況の実績値を調査
す。（5月） エネ法による定期報告の基礎デ し、ベンチマーキングすること

ータとして整理しました。 で過大なエネルギー使用施設を
（5月） 抽出し、最適な省エネルギー方

策を行います。（5月）

■ 省エネ法特定事業者としての ■ 省エネ法特定事業者としての ■ 省エネ法特定事業者としての
「定期報告書」及び「中長期 平成 23 年度分の定期報告内容 「定期報告書」より年 1 ％以
計画書」を見直します。（7月） より、中長期計画を見直しまし 上の省エネ率を達成するために

た。（7月） 必要な省エネ改修の「中長期
計画」について、継続的に見
直します。（7月）

■ 省エネルギーのための運用 ■ 東日本大震災に伴い使用電力 ■ 24 年度データを活用し、建
管理マニュアルである建築用 が抑制されたため、23 年度の 築用途別管理標準を設定、周知
途別管理標準を周知します。 データの利用が不可能であるこ します。（7月）
（6月） とから建築用途による標準設定

を取り止めました。

■ 単位面積あたりのエネルギー ■ 庁舎を中心に照明の LED 化 ■ 冷房期間前に総合食品センタ
量の比較により、優先度の高い 及び健康環境センターの空調ポ ーほか約 20 施設に LED 照明
施設から省エネ改修を実施しま ンプインバーター制御を導入す の導入に努め、電気料金負担の
す。(2月) ることとしました。(2月) 軽減を図ります。

(4月～ 6月)

◎ エスコ事業の導入
エスコ事業

EnergyServiceCompanyの略称。
既存建築物の設備等へ民間資金や

技術力を活用して省エネルギー改修

を行い、それによる光熱水費削減分

で改修に係る経費を償還し、満了後

にはその削減分が全て県の利益とな

る事業。

■ 秋田ふるさと村・県立近代 ＜ 23年度実施済＞ ＜ 23年度実施済＞
美術館のエスコ事業の省エネ
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ルギーサービスを実施します。

■ 県立総合プールエスコ事業 ■ 包括的省エネルギーサービス ＜ 24年度実施済＞
の省エネルギーサービスを実 を開始しました。（4月～）
施します。（4月～）

■ エネルギー使用状況を勘案 ■ 秋田県庁第二庁舎を対象にエ ■ 秋田県庁第二庁舎エスコ事業
し、事業成立性の高い 1 施設 スコ事業の提案公募を行い、優 の補助金交付が決定された後に
について提案公募を行い、優秀 先交渉権者を決定しました。 本契約を締結、省エネルギー改
交渉権者を決定します。 （10月～ 12月） 修工事を行います。
（9月～ 1月） (8月～ 1月)

■ エネルギー使用状況を勘案
し、事業成立性の高い 1 施設
について提案公募を行い、優秀
交渉権者を決定します。
（9月～ 1月）

◎ 省エネ機器への更新
■ 地域振興局庁舎等へデマンド ■ 地域振興局等へデマンド監視 ■ 庁舎等の執務室照明の LED
監視装置を整備するほか、LED 装置を整備し、電気使用の「見 化やエスコ事業によるヒートポ
照明を健康環境センター等に導 える化」と基本料金の抑制に努 ンプやインバーターの導入等に
入します。（6月） めました。(6月) より、知事部局において、原油

健康環境センターやスポーツ 換算 340 キロリットル以上の
科学センター等へ LED 照明を 省エネルギー対策を行います。
導入しました。(6月) (4月～ 1月)

２ 数値目標及び実績

３ ２４年度実績の評価結果及びその理由等

評価結果 Ａ

【理由等（数値目標がある項目で、評価結果がＡ又はＢの場合を除く。）】
－

指 標 名 単位 基準値 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

（年度）

■経常的経費の縮減額 目 標 △ 10 △ 5 △ 5 △ 5
（一般財源ベース） △ 12 （△ 10） （△ 15） （△ 20） （△ 25）

億円 実 績 （21年度） △ 10 △ 8 △ 6
（△ 10） （△ 18） （△ 24)

評 価 Ａ Ａ Ａ

※ 累計評価。かっこ書きは累計値。

指 標 名 単位 基準値 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

（年度）

■県有建築物のエネルギー使用 目 標 100.0 98.0 97.0 96.0 95.0
量 ％ 実 績 （20年度） 98.6 88.7 92.7

評 価 Ｃ Ａ Ａ
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（５）県債発行額の抑制（臨時財政対策債を除く）によるプライ
マリーバランスの黒字確保 一連番号 ４１

所 管 課 財政課

１ ２４年度実施計画（概要）、２４年度実績（取組結果）及び２５年度実施計画

２４年度実施計画（概要） ２４年度実績（取組結果） ２５年度実施計画

◎ 県債発行総額の抑制
■ 県内経済雇用情勢を踏まえた ■ 当初予算ベースにおける県債 ■ 中核的な医療機関や老人福祉
県単公共事業の増等に伴い、当 の発行等については、計画どお 施設の整備、経済対策に伴う公
初予算における臨時財政対策債 り実施しました。 共事業の実施など、県債発行の
(以下「臨財債」という。)を除 なお、決算ベースにおける一 増要素があるものの、国の「地
いた一般会計債等の発行額は、 般会計債等の発行額は、国の経 域の元気臨時交付金」等の活用
前年度と比べて増加となるもの 済対策等の実施により、当初予 により、肉付け予算を含めた６
の、償還の増により一般会計債 算と比べて 78 億円増加したも 月補正後の一般会計債の発行額
等の残高を減少させます。 のの、その残高は前年度比で を、前年度当初予算以下に抑制

274億円減少しております。 します。

【当初予算ベース】（単位：億円）
（県債発行額）

一般会計債等
県債発行額計

(臨財債含む)

H23 326 745
H24 374 783
増減 48 38

【決算ベース】（単位：億円）
（県債発行額）

一般会計債等
県債発行額計

(臨財債含む)

H23 412 855
H24 452 863
増減 40 8

（年度末県債残高）

一般会計債等
全 体

(臨財債含む)

H23 9,294 12,798
H24 9,020 12,845
増減 △ 274 47

◎ プライマリーバランスの黒字
確保

■ 県債発行の抑制により、臨時 ■ 県債発行の抑制により、臨時 ■ 県債発行の抑制により、臨時
財政対策債を除いた、決算ベー 財政対策債を除いた、決算ベー 財政対策債を除いた、決算ベー
スでのプライマリーバランスの スでのプライマリーバランスの スでのプライマリーバランスの
黒字を確保します。 黒字を確保しました。 黒字を確保します。

なお、臨財債を含めた場合は
赤字となります。

※ 24年度決算
・臨財債を除いた場合のプライ
マリーバランス 274億円
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（公債費(元金償還額)726 億円
－県債発行額 452億円）

・臨財債を含めた場合のプライ
マリーバランス△ 47億円

（公債費(元金償還額)816 億円
－県債発行額 863億円）

２ ２４年度実績の評価結果及びその理由等

評価結果 Ａ

【理由等（数値目標がある項目で、評価結果がＡ又はＢの場合を除く。）】
県内経済雇用情勢を踏まえた県単公共事業の増等に伴い、前年度と比べて県債発行額が増加してい

るものの、臨時財政対策債を除いた決算ベースでのプライマリーバランスが黒字を確保していること
からＡ評価としました。
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３ 歳入の確保

（１）県・市町村の連携による県税収入率の向上 一連番号 ４２

所 管 課 税務課 税務課徴収特別対策室

１ ２４年度実施計画（概要）、２４年度実績（取組結果）及び２５年度実施計画

２４年度実施計画（概要） ２４年度実績（取組結果） ２５年度実施計画

◎ 秋田県地方税滞納整理機構の
設立
＜ 22年度実施済＞ ＜ 22年度実施済＞ ＜ 22年度実施済＞

◎ 収入確保対策の強化
■ 機構と市町村とで引継事案 ■ 機構と市町村とで引継事案 ■ 機構と市町村とで処理依頼事
（一次引継分）について協議し、 （一次引継分）について協議し、 案（一次処理依頼分）について
滞納整理（主として滞納処分） 滞納整理（主として滞納処分） 協議し、滞納整理（主として滞
を行います。（4月～） を行いました。（4月～） 納処分）を行います。（4月～）

■ 23 年度決算における新たな ■ 23 年度決算における新たな ■ 24 年度決算における新たな
滞納事案について、機構が市町 滞納事案について、機構が市町 滞納事案について、機構が市町
村から引継（二次引継分）を受 村から引継（二次引継分）を受 村から処理依頼（二次処理依頼
け本格的な滞納整理を行いま け本格的な滞納整理を行いまし 分）を受け本格的な滞納整理を
す。（7月～） た。（7月～） 行います。（7月～）

24年度(一次、二次引継等)
引継総件数 1,184件
引継総金額 1,271百万円

■ 運営委員会を開催し 23 年度 ■ 運営委員会を開催し 23 年度 ■ 運営委員会を開催し 24 年度
の状況報告及び 24 年度体制に の状況報告及び 24 年度体制に の状況報告及び 25 年度体制に
ついて協議します。（4月） ついて協議しました。（4月） ついて協議します。（4月）
また、設置期間の最終年度に 機構の存続について検討部会

当たるため存続の要否について を設置し検討しました。
検討します。（9月） （6～ 8月）

その結果、今後５年延長する
こととしました。（10月）

■ 口座振替納税については、市 ■ 口座振替納税については、納 ■ 口座振替納税については、市
町村広報紙等への掲載、納税通 税通知書（個人事業税）への申 町村広報紙等への掲載、納税通
知書（個人事業税）への申込書 込書同封（7 月）、街頭での広 知書（個人事業税）への申込書
同封、街頭での広報を行います。 報（11月）を行いました。 同封、街頭での広報を行います。
また、自動車税納税通知書に また、自動車税納税通知書に また、自動車税納税通知書に

コンビニ納税のチラシを同封 コンビニ納税のチラシを同封し コンビニ納税のチラシを同封
し、利用拡大を図ります。 （6 月）、利用拡大を図りまし し、利用拡大を図ります。
（通年） た。 （通年）

■ 滞納件数の多い自動車税につ ■ 滞納件数の多い自動車税につ ■ 滞納件数の多い自動車税につ
いて、債権を中心とした差押を いて、債権を中心とした差押を いて、債権を中心とした差押を
早期に実施するほか、動産等の 早期に実施したほか、動産等の 早期に実施するほか、動産等の
差押財産については、インター 差押財産について、インターネ 差押財産については、インター
ネット公売を積極的に活用しま ット公売を行いました。 ネット公売を積極的に活用しま
す。（9月上旬～） （9月～） す。（9月上旬～）
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■ 26 年度から全市町村が一斉
に実施する給与所得者に係る個
人住民税の特別徴収について広
報等を実施します。（通年）

２ 数値目標及び実績

３ ２４年度実績の評価結果及びその理由等

評価結果 Ａ

【理由等（数値目標がある項目で、評価結果がＡ又はＢの場合を除く。）】
－

指 標 名 単位 基準値 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

（年度）

■県税収入率（現年度分） 目 標 99.07 99.09 99.10 99.11 99.12
％ 実 績 （20年度） 99.12 99.19 99.27

評 価 Ａ Ａ Ａ

指 標 名 単位 基準値 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

（年度）

■県税収入率（滞納繰越分） 目 標 19.84 19.86 19.87 19.88 19.89
％ 実 績 （20年度） 18.08 18.37 20.65

評 価 Ｄ Ｄ Ａ
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（２）税外未収金の回収と未利用資産の処分の促進 一連番号 ４３

所 管 課 会計課 財産活用課

１ ２４年度実施計画（概要）、２４年度実績（取組結果）及び２５年度実施計画

２４年度実施計画（概要） ２４年度実績（取組結果） ２５年度実施計画

◎ 税外未収金の回収強化
■ 債務者の現状を把握の上で、 ■ 債務者の現状を把握の上で、 ■ 各債務者の現状を把握し、債
債権の性質、債権分類を踏まえ 未収金整理計画書を作成し、未 権の性質・分類を踏まえて平成
て平成 24 年度の未収金整理計 収金の収納に努めました。また、 25 年度の未収金整理計画書を
画書を作成します。また、未収 未収金整理計画書を基に、債務 作成します。また、それを基に、
金整理計画書を基に、税外未収 者ごとの回収対策を検討の上、 各債権の個別の回収対策、必要
金を把握し、債務者ごとの回収 実施しました。（7月～ 9月） により整理を検討します。
対策を検討します。 （7月～ 9月）
（7月～ 9月）

■ 10月と 11月を債権回収強化 ■ 10月と 11月を債権回収強化 ■ 10月と 11月を債権回収強化
月間とし、文書、電話又は訪問 月間とし、文書、電話又は訪問 月間とし、文書、電話又は訪問
による催告、必要により法的措 による催告、財産の調査などを による催告、必要により法的措
置などの対策を集中的に実施 集中的に実施しました。この期 置などの対策を集中的に実施
し、税外未収金の回収に努めま 間で 46,458 千円を回収しまし し、回収に努めます。
す。（10月～ 11月） た。（10月～ 11月） （10月～ 11月）

◎ 未利用資産の処分の推進
■ 未利用となった県有資産につ ■ 未利用県有資産の売却に係る ■ 未利用となった県有資産につ
いて測量・不動産鑑定等を適宜 一般競争入札を 22 件（うち新 いて測量・不動産鑑定等を適宜
実施し、準備が整い次第、一般 規売却 13件）実施し、7件（う 実施し、準備が整い次第、一般
競争入札による売却を図りま ち新規 5件）を売却しました。 競争入札による売却を図りま
す。（新規売却予定件数 14件） す。（25 年度新規売却予定件数

34件）

■ 県のウェブサイトに売却物件 ■ 県のウェブサイトに売却物件 ■ 県のウェブサイトに売却物件
の情報を掲載するほか、売却物 の情報を掲載しました。（4 月 の情報を掲載するほか、売却物
件のチラシを作成し、市町村、 ～）また、売却物件チラシを作 件のチラシを作成し、市町村、
不動産業界団体、コンビニ・ス 成し、新聞折り込みを行うとと 不動産業界団体、コンビニ・ス
ーパー等への配布、新聞への折 もに、市町村、不動産業界団体、 ーパー等への配布、新聞への折
り込みにより積極的な周知を図 コンビニ・スーパー等関係各所 り込みにより積極的な周知を図
ります。 に配布しました。（10月） ります。（通年）

◎ インターネットオークション
の推進

■ インターネット公有財産売却 ■ 不用自動車売却に係るインタ ■ インターネット公有財産売却
を実施し、広く県外からの購入 ーネットによる一般競争入札を を実施し、広く県外からの購入
希望者も募ります。（随時） 1件実施し売却しました。 希望者も募ります。（通年）

（3月）

◎ 民間事業者との連携強化
■ 宅地建物取引業協会及び不動 ■ 宅地建物取引業協会及び不動 ■ 宅地建物取引業協会及び不動
産協会のノウハウと情報網を活 産協会による紹介制度を継続中 産協会のノウハウと情報網を活
用した紹介業務を推進します。 です。（4月～） 用した紹介業務を推進します。
（通年） （通年）
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２ 数値目標及び実績

３ ２４年度実績の評価結果及びその理由等

評価結果 Ａ

【理由等（数値目標がある項目で、評価結果がＡ又はＢの場合を除く。）】
－

指 標 名 単位 基準値 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

（年度）

■税外未収金の回収額 目 標 90 90 90 90
百万 87 （90） （180） （270） （360）
円 実 績 （20年度） 170 137 113

（170） （307） （420）

評 価 Ａ Ａ Ａ

※ 累計評価。かっこ書きは累計値。

指 標 名 単位 基準値 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

（年度）

■県有資産の売却額 目 標 150 100 100 100
百万 304 （150） （250） （350） （450）
円 実 績 （21年度） 298 235 322

（298） （533） (855)
評 価 Ａ Ａ Ａ

※ 累計評価。かっこ書きは累計値。
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（３）使用料・手数料の見直し、企業広告の活用等 一連番号 ４４

所 管 課 財政課 財産活用課 総務課 総合政策課

１ ２４年度実施計画（概要）、２４年度実績（取組結果）及び２５年度実施計画

２４年度実施計画（概要） ２４年度実績（取組結果） ２５年度実施計画

◎ 使用料等の額の見直し、新た
な使用料等の導入

■ 新たに港湾施設使用料等につ ■ 受益とコストのバランスを考 ■ 受益とコストのバランスを考
いて定めるほか、受益とコスト 慮しながら、使用料・手数料の 慮しながら、使用料・手数料の
のバランスを考慮しながら、使 見直しを行いました。（通年） 見直しを行います。（通年）
用料・手数料の見直しを行いま ・新たに設定したもの ３件
す。（通年） （港湾施設使用料など）

・改正したもの ９件
（自動車運転免許手数料など）

◎ 目的外使用料の減免率の見直
し
＜ 22年度実施済＞ ＜ 22年度実施済＞ ＜ 22年度実施済＞
目的外使用の範囲を拡大するた

め、財務規則の関係条項を限定列挙

方式から例示方式に改正し、22年 4
月から新基準を適用。

減免率の引下げについては、食堂

等の厚生施設設置者の撤退が危惧さ

れ、県民サービスの低下を招くおそ

れもあることなどから、当分の間は

現行の減免基準を継続。

◎ 公募による長期貸付方式の試
行及び導入

■ 公募による長期貸付が可能な ■ 県有施設に自動販売機を設置 ■ 公募による長期貸付が可能な
自動販売機 14 台について、公 する事業者を公募し、14 台の 自動販売機 15 台について、公
募制に移行します。（4月） 自動販売機について、長期貸付 募制に移行します。（4月）

方式を導入しました。（4月）
＜設置場所等＞ ＜設置場所等＞ ＜設置場所等＞
・警察本部本庁舎 ・警察本部本庁舎、第２庁舎 ・運転免許センター

（4台） （4 台） （6台）
・秋田港湾事務所 ・秋田港湾事務所 ・秋田交通機動隊、航空隊

2施設（5台） ２施設（5 台） （2台）
・農業研修センター ・農業研修センター ・秋田臨港警察署、秋田中央警

（5台） （5台） 察書、湯沢警察署 (7台)

◎ 印刷物、ホームページ及び県
有建築物の活用による企業広告
の募集

■ 県が作成する印刷物への広 ■ 次の媒体を活用し、広告事業 ■ 引き続き、県広報紙等の媒体
告と「美の国あきたネット」 を実施しました。（通年） を活用した広告事業に取り組み
のバナー広告及び県有施設の ・県広報紙「あきたびじょん」 ます。
壁面等への広告の掲載を実施 ・「美の国あきたネット」 また、新規広告媒体の導入に
します。併せて、新規の広告 ・県立野球場（こまちスタジア ついても検討します。（通年）
導入を目指します。（通年） ム）

・自動車税納税通知書用封筒
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・本庁舎エレベーターホール壁
面等
上記のほか、24 年度は、体

験ガイドブック（1 件）を広告
媒体として活用しましたが、全
体では、広告枠数の減少や広告
枠の未充足等により、広告事業
収入は前年度を下回りました。

■ ネーミングライツの実現可 ■ 他都道府県の取組状況等につ ■ ネーミングライツの実現可
能性について、引き続き、検 いて、情報収集を行いました。 能性について、引き続き、検
討を行います。 （通年） 討を行います。（通年）
（通年） なお、次のような理由から、

ネーミングライツの売却に向
けた取組を行うに至りません
でした。
・景気の低迷が長期化してい
ること
・既に施設の愛称が定着して
いること（GAO等）
・施設のメディアへの露出度
不足していること など

◎ ふるさと納税を活用した寄附
の呼びかけ

■ 市町村、県外事務所等と連携 ■ 秋田空港に年間を通じてパン ■ パンフレットの内容を見直
するとともに、県人会、イベン フレットを配置するとともに、 し、魅力的なインセンティブを
ト等の機会を活用して、県外在 県外からの帰省客が多いお盆、 織り込み、ふるさと寄附金の
住者に対する広報を随時実施し 正月の時期には秋田駅にもパン PRを進めます。
ます。（通年） フレットを配置するなどして広 また、市町村、県外事務所等

報活動を実施しました。その結 と連携し、県人会やイベント等
果、前年度に比べ 1 件少ない の機会を活用して、県外在住者
ものの、金額では約 1.6 倍の に対する広報を随時実施しま
2,367 千円のふるさと納税があ す。（通年）
りました。（通年）

■ 新規の寄附者を増加させるた ■ 新たに県関連施設にパンフレ ■ 新規の寄附者を増加させるた
めの、ターゲットを絞った PR ットを設置したり、県人会開催 め、帰省客をターゲットとして
活動を推進します。（通年） の折には直接パンフレットを送 空港、駅へのパンフレット配置

るなどして、PR 活動を実施し を拡大します。（通年）
ました。（通年）

２ 数値目標及び実績

指 標 名 単位 基準値 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

（年度）

■使用料等の見直し件数 目 標 20 20 20 20
24 （20） （40） （60） （80）

件 実 績 （21年度） 17 22 12
（17） （39） （51）

評 価 Ｂ Ｂ Ｂ

※ 累計評価。かっこ書きは累計値。
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３ ２４年度実績の評価結果及びその理由等

評価結果 Ｃ

【理由等（数値目標がある項目で、評価結果がＡ又はＢの場合を除く。）】
24 年度実施計画は予定どおり実施しましたが、広告事業収入について、県広報紙の隔月発行（23

年度から）に伴う広告枠数の減少や広告枠の未充足等により、収入は 2 年連続の減少となり、24 年
度までの累計実績は、目標の 7割にとどまりました。
広告事業収入の増加に向け、既存媒体の広告枠の充足、同種広告媒体への導入拡大等に取り組みま

す。

指 標 名 単位 基準値 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

（年度）

■広告事業による収入総額 目 標 2,500 2,600 2,700 2,800
2,348 （2,500） （5,100） （7,800） （10,600）

万円 実 績 （20年度） 2,436 1,879 1,322
（2,436） （4,315） （5,637）

評 価 Ｂ Ｂ Ｃ

※ 累計評価。かっこ書きは累計値。
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（４）地方交付税の総額確保と基金の有効活用 一連番号 ４５

所 管 課 総合政策課 財政課

１ ２４年度実施計画（概要）、２４年度実績（取組結果）及び２５年度実施計画

２４年度実施計画（概要） ２４年度実績（取組結果） ２５年度実施計画

◎ 地方交付税の総額確保の要望
■ 国と地方の税財源の配分のあ ■ 国と地方の税源配分の是正や ■ 地方交付税の総額確保など、
り方を見直すなど地方交付税の 地方交付税の総額確保などによ 地方財政基盤の充実強化につい
総額確保を図り、地方財政基盤 る地方の財政基盤の充実強化に て、国に要望します。（通年）
が充実強化されるよう、全国知 ついて、県単独のほか、全国知
事会等を通じて国に要望しま 事会等を通じて国に要望しまし
す。（通年） た。（通年）

地方財政計画においては例年
財源不足額が生じており、法定
率の見直しも 19 年度以降行わ
れていません。

◎ 基金取り崩し・使途拡大の検
討・実施、基金の整理・統合

■ 全ての基金について、個別に ■ 全ての基金について、個別に ■ 全ての基金について、個別に
目的や残高、活用状況を整理し、 目的や残高、活用状況を整理し、 目的や残高、活用状況を整理し、
可能なものから財源として活用 可能なものから財源として活用 可能なものから財源として活用
を図ります。 を行いました。 を図ります。

・特定目的基金の活用（財源対
策分）291百万円

２ 数値目標及び実績

３ ２４年度実績の評価結果及びその理由等

評価結果 Ａ

【理由等（数値目標がある項目で、評価結果がＡ又はＢの場合を除く。）】
－

指 標 名 単位 基準値 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

（年度）

■基金の取り崩し・使途拡大の 目 標 4 4 4 4
金額 6 （4） （8） （12） （16）

億円 実 績 （21年度） 4 5 3
（4） （9） （12）

評 価 Ａ Ａ Ａ

※ 累計評価。かっこ書きは累計値。
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４ 第三セクターの経営の合理化・効率化の推進

（１）整理合理化指針の着実な推進と新たな整理合理化の取組 一連番号 ４６

所 管 課 総務課

１ ２４年度実施計画（概要）、２４年度実績（取組結果）及び２５年度実施計画

２４年度実施計画（概要） ２４年度実績（取組結果） ２５年度実施計画

◎ 「第３次第三セクター整理合
理化指針」の実施

■ ＜ 23年度で終了＞ ■ ＜ 23年度で終了＞ ■ ＜ 23年度で終了＞
第 3 次指針（20 ～ 22 年度）の 3

年間を通して目標を達成したのは

23法人中 18法人で、未達成が 5法
人。

未達成の法人については、新たな

取組である「行動計画」の中で、引

き続き改善に取り組む。

◎ 新たな整理合理化指針の策定
及び実施

■ 「第三セクターの経営の健全 ■ 法人の運営状況の把握に努め ■ 「第三セクターの経営の健全
化等に関する行動計画」に基づ るとともに現状分析を行い、24 化等に関する行動計画」に基づ
き、24 年度の計画に掲げた取 年度の目標達成に向けて法人に き、25 年度の計画に掲げた取
組を推進します。（通年） 対して助言指導を行いました。 組を推進します。（通年）

その結果、29 法人が年度目
標を達成しましたが、6 法人は
目標を達成できませんでした。
なお、1 法人が調査中となって
います。（随時）

■ 計画の実効性を高めるため、 ■ 公認会計士による経営評価に ■ 計画の実効性を高めるため、
引き続き、経営評価を活用した おける指摘事項に対する各法人 引き続き、経営評価を活用した
改善指導と状況変化に応じた計 の措置状況をを確認し、25 年 改善指導と状況変化に応じた計
画の見直しを行い、その結果を 度行動計画を見直しました。 画の見直しを行い、その結果を
公表します。（10月～ 3月） （11月～ 2月) 公表します。（10月～ 3月）

また、24 年度行動計画の達
成見込み及び 25 年度計画の見
直し等について、2 月議会で説
明しました。（2月）

２ 数値目標及び実績 ※２２年度は「第三セクター整理合理化指針目標達成累計数」

指 標 名 単位 基準値 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

（年度）

■「第三セクターの経営の健全 目 標 5 23 36 36 36
化等に関する行動計画」目標 法人 実 績 （20年度） 18 31 29
達成数 （見込み）

評 価 Ｃ Ｂ Ｂ

（8月確定予定）
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３ ２４年度実績の評価結果及びその理由等

評価結果 Ｂ

【理由等（数値目標がある項目で、評価結果がＡ又はＢの場合を除く。）】
－
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（２）経営評価の実施と経営健全化 一連番号 ４７

所 管 課 総務課

１ ２４年度実施計画（概要）、２４年度実績（取組結果）及び２５年度実施計画

２４年度実施計画（概要） ２４年度実績（取組結果） ２５年度実施計画

◎ 「第三セクターの設立・運営
及び指導監督に関する基本方
針」の改訂
＜ 22年度に改訂済み＞ ＜ 22年度に改訂済み＞ ＜ 22年度に改訂済み＞
公益法人制度改革や新たな国の指

導方針の内容を踏まえ、県関与のあ

り方の再検討を含めて、時代に即し

た運営を目指したものに改訂。

（23年 3月）

◎ 経営評価及び経営指導の実施
■ 公認会計士による経営評価を ■ 公認会計士による経営評価の ■ 公認会計士による経営評価を
実施し、その内容に基づいて「秋 結果等を「秋田県第三セクター 実施し、その内容に基づいて「秋
田県第三セクター経営概要書・ 経営概要書・経営評価表」とし 田県第三セクター経営概要書・
経営評価表」を作成し、県のウ て取りまとめ、県のウェブサイ 経営評価表」を作成し、県のウ
ェブサイト上にて公開します。 ト上にて公表しました。 ェブサイト上にて公開します。
（6月～ 10月） （6月～ 10月） （6月～ 10月）

・各第三セクターの経営状況に
係る書類・資料の提出（6月）

・公認会計士による書類審査・
ヒアリング（8月）

・秋田県第三セクター経営概要
書・経営評価表の公表（9月）

■ 経営評価の指摘事項を受け ■ 経営評価における指摘事項を ■ 経営評価の指摘事項を受け
て、調査を実施し、改善を要す 受け、その措置状況について調 て、調査を実施し、改善を要す
る取組について「第三セクター 査・取りまとめを行い、25 年 る取組について「第三セクター
の経営の健全化等に関する行動 度行動計画の見直しに活用しま の経営の健全化等に関する行動
計画」の見直しに反映させます。 した。（11月～ 2月） 計画」の見直しに反映させます。
（10月～ 2月） （10月～ 2月）

■ 引き続き、経営評価及び行動 ■ 経営評価の指摘事項や行動計 ■ 引き続き、経営評価及び行動
計画の取組を通して、所管法人 画の取組を通して、所管法人が 計画の取組を通して、所管法人
が抱える課題等の把握に努め、 抱える課題等の把握に努め、必 が抱える課題等の把握に努め、
第三セクターの経営の健全化に 要に応じた指導監督、助言等を 第三セクターの経営の健全化に
向け指導監督を行います。 行いました。（随時） 向け指導監督を行います。
（通年） ・新公益法人制度への対応等 （通年）

２ 数値目標及び実績

指 標 名 単位 基準値 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

（年度）

■赤字法人数 目 標 13 12 11 10 9
法人 実 績 （20年度） 14 16 12

評 価 Ｄ Ｄ Ｄ
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３ ２４年度実績の評価結果及びその理由等

評価結果 D

【理由等（数値目標がある項目で、評価結果がＡ又はＢの場合を除く。）】
厳しい経済状況の中、新規収入確保や会員数増加を図ることができず、単年度赤字が続く法人も多

く、目標には達しませんでしたが、さらなる経費削減や補助事業の増加等により 7 法人が黒字に転
換し、赤字法人数は前年度より 4法人減少しました。
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